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議長（永田耕朗君）  

   おはようございます。ただいまの出席議員数は 13 人です。   

   定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  

   なお、嶋﨑議員より少し遅れるとの連絡が入っております。  

   これから日程に入ります。  

   本日の日程は、お手元に配付のとおりとします。  

   日程第１、一般質問を行います。  

   一般質問は通告順とします。  

   ３番松浦隆起君の発言を許します。  

３番（松浦隆起君）  

   おはようございます。３番松浦隆起でございます。通告に従いま

して、本日も３点、質問させていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。  

   それでは、１点目に、女性の視点からの防災対策について、お伺

いをいたします。  

   日本での観測史上、未曾有の大地震となり、地震と津波による甚

大な被害を残しました東日本大震災より、きょうで２年を迎えます。

ここで改めて、犠牲となられた方々に、謹んで哀悼の意をあらわす

とともに、今なお、被災地において大変に御苦労されておられる被

災者の皆様に心から御見舞いを申し上げます。  

   この震災以降、この議会におきまして、防災対策について、さま

ざまな角度から御質問をさせていただいております。「あの３月 11

日、あの日を忘れてはならない」その思いで、一過性に終わらせる

ことなく、常に最善の対策を模索をし取り組んでいく、そのことが

重要である。そういった思いから毎回取り組まさせていただいてお

ります。  

   １つずつ、そして少しずつでも、防災対策を進めていくことが、

いざというときに必ず生きてくる、そう信じ、そういった観点から、

本日もお伺いをさせていただきます。  

   防災会議への女性委員の登用など、女性の視点を取り入れた防災

対策の取り組みについて、お伺いをいたします。  

   東日本大震災以降、全国各地では、今回の震災の教訓を踏まえて、

既存の防災対策を見直す動きが活発化をしております。そうした中、

女性の視点で、既存の防災対策を見直すとともに、新たな対策の検

討がされ始めております。  
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   日本の災害対策の根幹をなす防災基本計画には、2005 年に「女

性の参画・男女双方の視点」が初めて盛り込まれ、2008 年には、「政

策決定過程における女性の参加」が明記をされておりました。  

   しかし、今回の東日本大震災でも、例えば、避難所のトイレが男

女別になっていなかったり、着替える場所がない、授乳スペースが

ない、そういった声や女性用衛生品や化粧品、乳児のおむつなど支

援物資の不足も目立ち、災害時における女性の視点の大切さが改め

て浮き彫りになりました。  

   女性は、地域に人脈を築き、地域のことを一番よく知っておりま

す。介護や子育てといった具体的な経験を通じて、子供や高齢者、

生活者の視点を持っております。こうした女性の方たちが、災害時

の担い手として、その力が発揮できるような仕組みが必要ではない

かと考えております。  

   まず、そのためにも、女性の意見を普段から防災対策にしっかり

と反映できるようにすべきではないか、その意味からも防災会議へ

の女性委員の積極的な登用と女性の意見を地域防災計画に反映さ

せる取り組みが大変重要になってくるのではないかというふうに

思っております。  

   現在、本町の防災会議の委員数は、20 名となっていると思います

が、この中に、女性委員は現在登用はされていないようであります。

この状況では、女性の視点が生かされにくい、そのように感じます。

ぜひ、防災会議に女性の視点を多角的に反映をするため、複数の女

性委員の登用を図るべきではないかというふうに考えております。 

   まず、この点について、担当課長のお考えをお伺いをいたします。 

総務課長（岡林護君）  

   おはようございます。今の松浦議員の御質問にお答え申し上げた

いと思います。佐川町の地域防災計画は、平成 17 年度以降、見直

しができておりません。このため、平成 25 年度には、県からの新

しい市町村別被害想定を受けまして、見直しを行う予定でございま

す。  

   この地域防災計画の見直しを審議するためには、町長は、防災会

議を招集しなければならないということになっております。防災会

議は、町長が会長となりまして、先ほどおっしゃったように委員数

は 20 人以内。あと、警察署長、それから消防団長、教育長などが

充て職ということになっております。  
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   ただ、その他ですね、町長が任命することができる委員というこ

ともありますんで、その中で、男女共同参画の視点から、当然に女

性の登用は必要不可欠というふうに考えております。  

   また、昨年８月には、県の文化生活部長から町長宛てに、そして

先日には、県の男女共同参画課長から担当課長宛てに防災会議への

女性委員の参加促進についての依頼が上がっております。こうした

ことも踏まえまして、女性参画を進めていきたいというふうに考え

ております。  

   東日本大震災におきましても、避難所運営と災害現場での対応に

女性の視点が入らず、配慮が足りなかったことなどの問題点が浮か

び上がっておりますので、今後の防災対策におきましては、女性や

生活者への視点を取り入れること、そして女性の参画等を促進する

ことが重要になってくるというに考えております。  

   また、防災会議には部会を置くことができますので、福祉関係や

自主防災組織などからも含めてですね、女性委員の登用を実現して

まいりたいと思っております。以上でございます。  

３番（松浦隆起君）  

   積極的に、25 年度見直し時点で、女性委員の登用を検討していた

だけるということでございますので、よろしくお願いいたします。 

   もう１点。この女性の視点を取り入れる観点から、いわゆる避難

所、被災時においての運営に、女性の方また女性職員、そういった

方を配置するように事前に決めておく、そういった配慮も必要では

ないかというふうに考えております。  

   また、災害時の後方支援や高齢者宅の訪問等で、きめ細やかな支

援を実現するための女性消防団員、佐川町でも、今現在おられます

が、そういった方の積極的な登用、これも大事な観点ではないかと

いうふうに思います。  

   そしてまた、別の角度から考えたときには、災害時の緊急物資の

中に、女性や子供、高齢者、障害者に配慮した物資が備蓄されてい

るかどうか、そういった点についても、女性の視点からの取り組み

としては大事な点ではないかと思います。  

   これらの点について、お伺いをしたいと思います。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。一応３点ほどのことを御質問があったかと

思いますが、まず、女性職員についてはですね、来年度、先ほど申
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し上げましたように、地域防災計画を見直すことになっております

が、そのときに、職員初動マニュアルも含めてですね、見直すとい

うか、これ、作成をしていきたいというに思っております。  

   当然、その中で、女性職員の位置づけとかですね、どういうとこ

ろで、例えば、特に避難所で張り付いて作業するとか、そういうこ

とも含めた形で作成をするということになろうかと思ってます。  

   それから、女性消防団につきましてもですね、今、尾川のほうで

非常に御活躍をいただいておりますけど、その女性消防団の、いろ

んな場面での登用についてもですね、また検討していきたいと思っ

てます。  

それからあと、避難物資に、今、女性、高齢者等に配慮した物資

が必要である。これはもう当然のことだと思いますんで、そうした

ことは当然含めてですね、検討というか考えていきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。  

３番（松浦隆起君）  

   わかりました。ぜひ、積極的に取り組んでいただきたいと思いま

す。特に、この緊急物資等は、災害がいつ起こるかわかりませんの

で、できるだけ早い時期に備えていただければと思います。  

   介護や子育て、そういった経験をもって地域のことをよく知って

る女性の方が、こういった災害、復興に関する意思決定に参画する

ことによって、地域の防災力というものは格段に向上するというふ

うに思います。災害は、いつ何時起こるかわかりませんので、早急

に、こういったきめ細やかな防災対策、女性の視点からできるよう

な体制づくりもあわせてお願いをしたいと思います。  

   この質問については、これで終わらせていただきます。  

   ２点目に、学校施設と通学路の安全対策について、お伺いをいた

します。  

   この２月 26 日に成立をいたしました 24 年度補正予算、国の補正

予算。復興・防災、そして、成長による富の創出、暮らしの安心・

地域活性化の重点の、この３分野で構成をされておりまして、中で

も、国民の命を守る「防災・減災」に大きな重点が置かれておりま

す。  

   全国的な防災・減災対策では、トンネルや橋、道路など、インフ

ラの総点検と維持、補修などの老朽化対策に着手するほか、学校、

病院、福祉施設の耐震化も前進をされており、地方自治体の取り組
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みを財政的に支援する「防災安全交付金」と「地域の元気臨時交付

金」これらが創設をされております。  

   これから質問いたします「学校施設と通学路の安全対策」につい

ても、活用できる交付金等があるようでありますので、ぜひ、そう

いったものを活用しながら前に進めていっていただければと思っ

ております。そういった確認の意味を含めてお聞かせいただきたい

と思います。  

   まず、学校施設の安全対策について、お伺いをいたします。  

   学校施設は、子供の学習・生活の場であるとともに、災害時には、

地域住民の応急避難所としての役割を果たすため、その安全性の確

保は極めて重要であります。学校施設の耐震化については、文部科

学省において平成 27 年度までに、できるだけ早い時期に耐震化完

了を目指すという目標を掲げております。  

   今回の国の、平成 24 年度補正予算では、公立学校の耐震化や老

朽化対策、被構造部材の耐震対策等に対応するため、1,884 億円が

計上されておりますが、この補正予算は、各自治体が耐震化を進め

るに当たっては、十分な額ではないかというふうに聞いております。

そういった意味から、補正予算を活用した地方自治体の事業計画の

前倒しが期待をされるところであります。  

   本町では、学校施設のいわゆる構造体である建物の耐震化は、25

年度の黒岩中学校の耐震工事で、全ての学校が終えることになると

思います。ただ、この議会でも何度か質問させていただいておりま

すが、いわゆる被構造部材の耐震化、これはまだ十分ではありませ

ん。  

この点については、さまざまな点からお話をさせていただいてお

りますので、ここでは詳しく申し上げませんが、地震等発災時にお

いて応急避難所となる学校施設は、児童生徒だけでなく、地域住民

の命を守る地域の防災拠点であり、いわば、最後のとりででありま

す。その安全性の確保、防災機能の強化は待ったなしの課題であり

ますが、構造体の耐震化と比べ、天井等の耐震対策は、著しく遅れ

ている状況であります。その意味でも、構造体の耐震化と同様の緊

急性をもって早急に対策を講じていく必要があります。  

昨年９月に、文部科学省から出された通知では、公立学校施設に

おける屋内運動場等の天井等について、平成 25 年度中に学校設置

者が責任をもって総点検を完了させるとともに、平成 27 年度まで
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に落下防止対策を完了させるよう要請をされております。  

前回の質問の折にもお聞きをさせていただきまして、その後、尾

川小中学校の体育館の天井材の耐震化を行っていただきました。早

速対応していただきまして、感謝をいたしております。  

そこで、改めてまたお聞きをさせていただきますが、本町の学校

の屋内運動場の天井等、その学校設置者による耐震点検は、その後

どの程度実施をされているか、また、耐震点検の結果、対策が必要

とされた学校はどれぐらいあるのか。そして、その対策の現状、実

態ですね、は、どういうふうになっているのか、その点をお伺いを

したいと思います。  

教育長（川井正一君）  

   被構造部材の耐震化に関する御質問にお答えいたします。先ほど、

議員からの御指摘がありましたように、文部科学省並びに県教委か

ら被構造部材の耐震化につきましては、耐震点検を平成 25 年度末

までに、そして耐震化は平成 27 年度末までに完了するようにとの

要請文が届いておりますので、これに従いまして、被構造部材の耐

震化を進めることとしております。  

   具体的に、学校別に申し上げます。現在、これまでに進んでおる、

というのは、先ほど御指摘がありましたように、尾川小中学校の体

育館、そして小中学校の本校におきましても一部の教室、そして廊

下につきましては、天井材の耐震化は終わっております。残るのは、

その尾川小中学校以外と、あと尾川小中学校の一部の教室が残って

おります。  

   これを学校別に申し上げますと、まず、平成 25 年度は、黒岩中

学校の大規模改造と耐震補強工事を補正予算でお願いしておりま

すが、これにあわせまして被構造部材の耐震化工事も実施すること

としております。  

   次に、佐川小学校につきましては、平成 25 年度に、大規模改造

と被構造部材の耐震設計を行いまして、平成 26 年度には、工事を

実施する予定でございます。  

   残る斗賀野小学校、尾川小中学校の一部、そして黒岩小学校と佐

川中学校につきましては、平成 25 年度に、専門家であります建築

士による被構造部材の耐震点検を行いまして、それを受けて平成 26

年度には耐震設計、そして平成 27 年度に耐震化工事を行う予定で

進めることとしております。以上でございます。  
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３番（松浦隆起君）  

   わかりました。それぞれの学校を、具体的に説明をしていただき

ました。先ほど申し上げましたように、国は、24 年度のこの補正予

算で、そういった前倒しをしてできる、そういった部分の措置もし

ているということでありますけれども、今回のこの国の補正予算を

活用して、今おっしゃいました 27 年度を前倒しをして、この 25 年

度、もしくは 26 年度、早い時期に前倒しをするというお考えはご

ざいますでしょうか。  

教育長（川井正一君）  

   お答え申し上げます。学校設置者によります耐震点検、これは内

容を見てみますと、ちょっと素人であります私どもでは、ちょっと

手に負いかねる内容でございます。やはり専門家である建築士の技

術がないとできない、例えば、ちょっと細かく申し上げますと、天

井材のつりボルトは、どれぐらいの間隔で設置されているのか、こ

ういうのもございまして、こういう内容になりますと、いわゆる設

計書を詳細に見ていただいて、それに基づいて判断していただく、

そういったことを受けて、その次が耐震設計へと入るわけです。  

   したがいまして、今の予定では、平成 25 年度には、全ての学校

の耐震点検、被構造部材に関する耐震点検は終える予定ですので、

26 年度以降に工事ということに入ってまいります。  

   そうした際に、現在、佐川小学校についてのみ、大規模改造工事

は行っておりません。大規模改造工事を行いますと、あわせて、そ

の際に、被構造部材の耐震工事も行う予定でございますが、事業費

的に、結構、額が、通常想定しますと１億近いものになろうかと考

えております。  

   そういったことを踏まえますと、今後の日程を考えますと、平成

26 年度にできるのは、佐川小学校だけになるのではないかと。そし

てその後は、できるだけ早い時期に、25 年度中に耐震点検が終了し

ますので、それを受けての設計がどうしても 26 年度になりますの

で、今後の日程でいきますと、国の要請にありますように、平成 27

年度中に全ての学校の被構造部材に関する耐震化を終えるという

ことにならざるを得ない。  

今のところ、国の補正等がございましたら、設計ができておる段

階で、補正にのって早急に対応はしたいと考えておりますが、設計

という技術的なものが入ってまいりますので、今のところ 27 年度
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を想定しながら、進めていくこととしております。以上でございま

す。  

３番（松浦隆起君）  

   としますと、予算的なことではなくて、タイムスケジュール的に

無理があるということでしょうか。  

教育長（川井正一君）  

   そうでございます。やはり、まず来年度は、耐震点検がございま

す。それを受けての設計ということになりますと、どうしても、27

年度を目途に取り組まなければならなくなっておるというふうに、

現状では判断しております。  

３番（松浦隆起君）   

   わかりました。できるだけ早くに点検をして、危ない状態が、も

し今、あるとすればですね、２年間その状態が続くということにな

るわけですね。ということになりますね。ですから、そのタイムス

ケジュール的なこともあると思いますけれども、できるだけ早く対

応をするという姿勢で、ぜひ臨んでいただきたいと思います。  

   昨年 12 月に、皆さんも御存じのように、山梨県の中央自動車道

の笹子トンネルの天井板が崩落をすると。で、９名の方の命が失わ

れまして、天井が落下するという、この危険性を再認識をしたとこ

ろであります。このことを受けて、全国でトンネルの総点検が一斉

に行われて、天井撤去工事が進められて、今、いるわけです。  

   つり天井を有する屋内運動場等の落下防止対策として、天井撤去

そして補強による耐震化、再設置といった方法があると思いますけ

れども、図面による診断ですね、その診断で、明らかに危険性が高

いと、そういった場合は、実地による詳細な診断を行わずとも撤去

等の対策を検討することが可能であり、また撤去という方法であれ

ば、この国土交通省の新たな基準の判定を待たずとも、今すぐ対応

できるというふうに思います。  

   先ほど、詳しく教育長から御説明いただきましたので、タイムス

ケジュール的なことはわかりましたけれども、ぜひ、子供たちの安

全性の確保に万全を期すためですね、危ないと判断をすれば、例え

ば、落下危険性のある天井はできるだけ、早急にまず撤去するとい

う方法も必要ではないかと思います。  

   お聞きを、チラッとしますと、尾川小中学校の体育館も、天井が

非常に危ない状態であったと。で、27 年度に、それぞれ各学校まで
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にとなると、そういった状態がもし、ある学校であれば、１年、２

年と、その状態の中で、子どもたちは過ごすということになるわけ

ですね。  

   ですから、見直しができるのであれば、先ほど言われましたタイ

ムスケジュール的なことも見直していただいて、先ほど申し上げま

した、図面等で診断をできることで早くなるのであれば、そういっ

たこともぜひ見直していただきたいと思いますが、この点について

お伺いをします。  

教育長（川井正一君）  

   お答え申し上げます。毎年度、各学校は、それぞれの学校の安全

点検を、基本的に予算要求前には、少なくともやっていただいてお

ります。そして、緊急性の高いものにつきましては、予算要求とい

う作業をしていただいております。  

   したがいまして、先ほど御指摘のありましたように、緊急性の高

い、危険なものがあれば、それは当該年度、それぞれ対応していく

という、そういう基本を持ちながら、根本的な対応というのは先ほ

ど申し上げましたスケジュールの中でやりながら、緊急的なものは

随時対応していく、そういうことで進めたいと思っております。以

上でございます。  

３番（松浦隆起君）  

   わかりました。学校の安全点検というのは先生がするわけですね。

先ほど、教育長からの答弁もありましたように、私たちは素人なの

で、専門家の判断が必要だと。ですから、見た目の判断は学校の先

生が安全点検でできると思いますが、そういった、先ほど申し上げ

ました図面等で判断するであるとか、そういったことはできないわ

けですね。実際の、そういう診断はできないわけですね。ですから、

できるだけそういった段階に入れるようにですね、もう、答弁はい

ただきませんが、ぜひ、先ほどお聞きをしましたスケジュールを少

しでも、１カ月でも２カ月でも、半年でも、前倒しできるように、

ぜひ、取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いを

いたします。  

   それでは、次に、通学路の安全対策について、お伺いをいたしま

す。  

   昨年４月に、京都府の亀岡市で発生をしました登下校中の児童の

列に自動車が突入すると、そういう痛ましい事故を初め、登下校中
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の児童などが死傷する事故が連続して発生したことを受け、全国で

通学路の緊急合同点検が実施をされました。  

   今回、国の補正予算に計上されている「防災・安全交付金」は、

通学路の安全対策にも使えることになっております。今回の交付金

は、緊急合同点検の対策箇所等を記した図面を公表した自治体が申

請をして初めて交付されるというものになっております。ぜひ、こ

ういったものも活用しながら、通学路の安全確保につなげていただ

ければと思っております。  

活用状況の確認の意味でお聞きをしたいと思います。大事なこと

は、点検をすることで終わることではなくて、その点検で得られた

情報を、関係者が共有をすること。そしてさらに、対策を進めるこ

とであります。そこで、その取り組みについて、お伺いをいたしま

す。  

先ほども申し上げましたように、昨年、本町におきましても、通

学路の緊急合同点検が行われております。町内の各小学校の通学路

の中で、対策が必要な箇所、公表されているものを見ますと、４校

で 10 カ所。対策の必要項目は 19 項目というふうになっておりまし

た。  

安全点検については、積極的な情報提供が、私は必要だと考えて

おります。昨年実施しました通学路の緊急合同点検について、その

結果がどうであったのか、どこが危険箇所であったのか、また、そ

の改善は、どのように進めようとしているのか、など地域住民を含

め広く明らかにするべきではないかと考えております。  

そこで、３点について確認をさせていただきます。  

まず、１点目に、昨年、通学路の合同安全点検を実施しておりま

す。その結果について、昨年の 11 月 30 日付でホームページ上で公

表をされております。その後の安全対策等の改善状況については、

公表されておりませんが、あわせて公表するべきではないかという

ふうに考えております。事業主体が佐川町となっている箇所等につ

いての状況も含め、お伺いをいたします。  

２点目は、対策が必要な箇所の中には、歩道の設置や横断歩道の

設置など、県道であるため事業主体が県や警察等になっている箇所

がございます。それらの箇所についての進捗状況について、お伺い

をいたします。  

そして３点目は、国においては通学路の安全対策の重要性を鑑み、
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緊急合同点検により抽出された要対策箇所について対策を図るた

め、地域における総合的な生活空間の安全確保に対する集中的支援

として防災・安全交付金を創設をしております。平成 24 年度補正

予算に 5,498 億円、平成 25 年度予算に１兆 460 億円、それぞれ計

上されておりますが、この交付金を活用するためには、まず地方自

治体は整備計画を作成しなければなりません。  

通学路の安全対策は、喫緊の課題であります。本町において、こ

の防災・安全交付金を活用し、対策を図るべき箇所が残っているか

どうか、また、使えるものがないかどうか、その点について、以上

３点について、見解をお伺いをいたします。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   おはようございます。昨年度実施しました通学路の緊急合同点検

の対策でございます。議員、言われましたとおり、町内で 10 箇所、

19 項目の内容がございました。佐川小学校管内では、５箇所 11 項

目、斗賀野小学校では１箇所４項目、尾川小学校では３箇所３項目、

黒岩小学校では１箇所１項目、いう内容でございました。  

   この 19 対策内容のうちで、12 項目については完了しておるとこ

ろでございます。残る７つにつきましては、６つについては 25 年

度、26 年度に実施予定で、１つにつきましては、これは県道の拡幅

ということでございますので、実施年度は未定ですが、現在、あり

ます県道の改良計画で実施するようになってございます。この残っ

ております７つのうちで、６つが県で、１つが警察となってござい

ます。  

   公表が最新版になってないところは、まことに申しわけございま

せんでした。町の実施しました５つの内容に、項目につきましては、

佐川高校正門前付近の町道で、植栽の剪定、それと路側帯のカラー

舗装化、高北病院前町道での見通しをよくするための専用物件の適

正化、ＮＴＴ前の町道へ警戒標識、表示灯の設置と。それから黒岩

小学校、黒岩郵便局前の町道へ警戒標識、表示灯の設置。これらは、

町に関係するところでございまして、この内容で既に行わさしてい

ただいております。  

   通学路の安全対策、これは教育委員会、県等との連携を、これか

らも十分密にして取り組まなくてはなりませんし、ＰＴＡのほうか

ら教育委員会のほうに出されました要望につきましては、毎年度、

協議をしまして、実施するように試みております。  
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   それから、24 年度の一般会計補正予算、先ほど、議員申されまし

た国の補正予算、防災・安全、社会資本整備交付金でございますが、

これにつきまして、補正予算にも計上さしていただいております。

舗装の補修関係で４路線を計上させていただいております。それか

ら、現在、工事を取りかかっております玉割小橋の上部工工事の一

部分、これは補正だけでなくて、当初予算でも残りを組まさせてい

ただいております。  

   それから、幹線町道の路面正常化調査委託費、随分と町道で路面

悪いところもございます。こういったのを専門のほうで調査してい

ただき、計画的に補修改良を実施していこうと。交付金等を活用し

ながら実施していくために、具体的な計画を立てるものでございま

す。それから、さらにこの補正活用しまして、長寿命化の計画の委

託費を組まさせていただいております。それと、トンネル調査点検

事業委託、こういったのを補正予算で組まさせていただいておりま

す。  

今後とも、先ほど申しましたように、ＰＴＡの声、教育委員会の

声、協議等を踏まえて、25 年度予算等で通学路の安全対策に取り組

んでいきたいと思っております。どうぞ、よろしくお願いいたしま

す。  

３番（松浦隆起君）  

   わかりました。そうしましたら、残っているのは７項目というこ

とで、県と警察で、本町の事業主体は全て完了しているということ

だというふうに思います。  

   それぞれ、この７カ所について、どの場所かということはまた後

で具体的にちょっとお聞きをしたいというふうに思いますので、よ

ろしくお願いします。  

   もう１点、それでは確認をさせていただきたいと思います。先ほ

ど、建設課長からもお話をいただきましたように、通学路の安全対

策については、この１点だけで終わるということではなくて、継続

的に、それぞれが連携をしながら行っていくという点であるという

ふうに思います。  

   先ほど申し上げました各箇所については、それぞれ対応していた

だいているということでありますが、その対策後、今、19 のうち７

ですから 12 が対策を済んでいると。その中で、安全の確保がなさ

れているかどうか、その検証が行われているかという点でございま
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す。  

   冒頭にも申し上げましたが、大事なことは、安全点検の後、対策

を進めているかどうかでありまして、対策を進めた後、その対策が

功を奏しているかどうか、そういったことを検証することも、一つ

大事な点であるというふうに思います。  

   そこで、一つ例を申し上げますが、先日、数人の町民の方と懇談

をする機会がございました。その折りに、ちょうどこの通学路の安

全対策に話題が移りまして、町民の方から指摘をされましたのが、

佐川小学校前のあの道路であります。昨年、いち早く、安全対策が

なされた場所でありまして、しかしその安全対策のために行われた

対策が、余り効果がないのではないかというお声でありました。  

その対策の一つとして、路側帯のカラー舗装化がなされておりま

す。まず、その色が見にくいと、目立たないということでございま

した。また、あそこをよく通るその一人の方は、自転車でよく通ら

れているということでございます。当然、その中で、狭い道路に引

かれたあの路側帯の中を、子供たちが一列になって、当然歩いてい

ると。その横を、子供たちの外側に出て自転車で通ると。狭いため

に自動車にひかれそうになることがたびたびあって、危ない思いを

しているということでございました。  

その住民の方々から提案がありましたのは、当然あの状況をみる

と、道路は広げられない。その道路では、安全対策にも限りがある

のではないか、と。その状況の中で、無理な対策をするよりも、通

学路の設定自体を考え直したほうがいいのではないかということ

でございました。  

佐川小学校のケースで言えば、運動場側から入るような、裏側に

通学路を考えてはどうか、と。これについては、具体的に、こうい

ったコースで、それから、昔はここを通っていたと。ここからここ

だけを、町が少し整備をすれば、通学路として使えるというふうに、

具体的な案まで何人かの方から声をいただきました。  

私は、これも大事な視点だというふうに思っております。先ほど

の検証したかどうか、また、今の点も含めて、少しお考えを、御見

解をお伺いをしたいと思います。  

教育次長（岩本敏彦君）  

   お答えいたします。佐川小学校前の対策につきましては、県道佐

川長者線でございまして、県のほうがやられました。拡幅ができな
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い道路について、県下統一的に緑の塗装で、また今回は白線１本分、

車道部分に広げることで歩道を少しでも広く取り、児童の通行の安

全を高めるように実施をされています。議員御指摘のとおり、現在

の小学校前は十分な広さが確保はできているとは言えない状況で

すけれども、しかしながら、幅員や交通量の面から、現在の通学路

が最適であるというふうには考えております。  

   今後もまた、ＰＴＡほか学校と協議をし、どのような安全対策が

とれるかを検討していきたいというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。以上でございます。  

３番（松浦隆起君）  

   対策をされた全体的な検証をされているかどうかというお答え

は、ちょっといただいておりませんが、佐川小学校の話が出ました

ので、そこだけの御答弁になったかと思いますが、今の通学路、佐

川小学校に限れば、その通学路は最適だという判断だという、今、

お話がありましたが、実際に使っている町民の方、日頃子供と触れ

ながらそこを通っている、使っている方が最適でないと感じている

声があるわけですね。  

   ですから、最適だと判断しているのは、最適ではないかもわから

ないわけです。ですから、できれば、しっかりと検証を、それぞれ

ほかの校区に対してもそうですけども、例えば、今回のケースだと、

しっかりと一度検討をしていただいてですね、私も町民の方から、

その具体的な案を聞いたときには、確かにそういったルートもいい

かもしれないと思うような通学路の案でありました。  

   例えば、若干時間が少し、５分ぐらい遠回りになるとかいうこと

であったとしても、子供の命を守る、それから、ひいては町民全体

の命を守る。今、次長言われたように、子供たちの確保するために、

路側帯を少し広くとってる。ただ、道幅が一緒ですから、その分外

へはみ出るわけですね。その外を通る人たちは。ですから、全体的

な安全が確保されているとは言えないというふうに思います。  

ですから、先ほど申し上げましたように、限りがありますので、

全体的に、前回質問のときにも申し上げましたが、通学路自体の設

定、考え方、そのことも今一度、この緊急歩道点検の際にですね、

あわせて検討することも、私は必要だと。あの道は最適なので、安

全点検で検討しますという今の御答弁は、私の質問に少し答えられ

てないと思いますので、今一度、御答弁いただきたいと思います。 
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教育長（川井正一君）  

   お答え申し上げます。学校とＰＴＡは、定期的にいろんな話し合

いもしております。また、私どもとＰＴＡとも定期的に話し合い等

もしておりますので、今、御指摘のあった点も踏まえまして、学校

において、まず、御指摘のように、私どもを含めて、どのような効

果があったのか、またどのような弊害があるのか、十分改善されて

ない点は、どこが残っておるのか、そういった点も学校、ＰＴＡ含

めて協議をさせていただきたいと思っておりますし、また、御指摘

のように、今のところ、各学校はＰＴＡと話をして、この通学路が

適切であるというな判断のもとに対応してきておるんですが、今回

の対応含めて、今後とも、この通学路で大丈夫なのかどうか、ＰＴ

Ａそして関係機関と協議を進めてまいりたい、というふうに考えて

おります。  

３番（松浦隆起君）  

   前回、23 年の９月定例会においても、この安全対策についてお伺

いをしておりますが、そのお伺いをしたときにもですね、ＰＴＡの

副会長の方から、何年も要望してるけども、なかなか解決しないと

いう要望をいただいてました。  

ということは、その間、その通学路は最適ではないわけですね。

そういった状況が続いているということでありますので、今、そこ

の場所は改善はされましたけれども、ぜひ、この通学路の安全対策

については、そういった、日頃から安全点検を行う、そして通学路

の設定や、そういったことを見直すルールづくりにも、やはり必要

ではないかというふうに思っております。  

通学路の状況も、それから子供たちの状況も、日々変わっていく

わけですね。ですから、昨年点検をしても、ことしまた春ごろにす

れば、また状況が変わっているかもしれない。ですから、常に、そ

ういった点検をできる体制づくりも、ぜひ、お願いをしたいと思い

ます。  

まだ、何点か確認をさしていただきたい点も多数あるんですけれ

ども、この後、氏原議員からも通学路の安全対策について、質問が

あるようでありますので、残りは、そちらに譲りたいというふうに

思いますので、よろしくお願いをいたします。  

それでは、３点目の質問に移ります。  

がん検診へのピロリ菌検査の導入について、お伺いをいたします。 
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毎年、およそ 12 万人が胃がんを発症し、約５万人の方がなくな

っておられる。この胃がんは、がんによる死因では、肺がんに次い

で２位に位置をしております。胃がんによる死亡者数は、およそ 40

年間、横ばいで、政府の胃がん対策は、現在、必ずしも功を奏して

いると言えない状況でございます。  

一昨年 11 月、北海道大学病院長である浅香正博特認教授が「胃

がん撲滅計画」、日本から胃がんを撲滅するための具体的戦略とい

うものを提唱し、日本医師会医学賞を受賞され、ヘリコバクター・

ピロリ、いわゆるピロリ菌を除菌することにより胃がんを撲滅でき

るということに対して、大変大きな反響がありました。  

約 20 年前の 1993 年に、国際がん研究機関は、胃がんの原因の１

つがピロリ菌だと結論を出し、医学界の国際的な常識となっており

ましたが、日本では、一昨年の２月に、政府がようやく胃がんとピ

ロリ菌の関係を容認し、その年の 12 月、参議院厚労委員会審議で、

政府は、ピロリ菌の除菌により胃がんを予防できるとし、今後、検

査、除菌方法を検討するなどの答弁がなされておりました。  

   このピロリ菌とは、1980 年代に発見された細菌でありまして、

胃の粘膜に炎症などを引き起こし、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、胃がん

などの原因になると言われております。日本人のピロリ菌感染者数

は、約 3,500 万人にも上るとされておりまして、胃酸の分泌が不十

分な幼少時に口から入り、成人後も胃粘膜にとどまり続けると。  

また、水道などの衛生影響が不十分だった時代に、幼少期を過ご

した世代に感染者が多いということも言われております。  

現在、専門家の間では、胃がんの 90％以上が、このピロリ菌の感

染による胃炎が原因と言われておりまして、ピロリ菌を除菌すれば、

胃がんの発生を抑止することが可能と言われております。そのため

には、まず検査を行い、そしてピロリ菌が発見された場合は除菌が

必要となってまいります。  

現在、本町において行われている検診の中に、この胃がん検査の

中にピロリ菌検査は含まれておりません。ぜひ、このピロリ菌検査

を導入をしていただきたいというに思います。この検査を導入する

後押しとなる決定が、先月、国においても行われております。  

厚生労働省は、２月 21 日、ピロリ菌感染による慢性胃炎につい

て、除菌治療に用いる複数の薬剤を保険診療の対象に加えることを

承認し、同日から適用されております。除菌は、胃酸を抑える薬と
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抗生物質を組み合わせ、一週間服用し、除菌が成功すれば、再感染

の可能性は低いと言われております。  

これまで、このピロリ菌による慢性胃炎の場合、胃潰瘍や十二指

腸潰瘍にまで症状が進行しなければ、除菌治療に保険は適用されて

おりませんでした。そのため、約２万円ほどの費用がかかっており

ました。しかし、今後は、内視鏡などで胃炎と確認をされ、呼気検

査でピロリ菌の感染が認められれば、保険適用となり、例えば、窓

口負担が３割の人は 6,000 円の支払いで済むことになります。  

今回の保険適用拡大により、胃がんの原因そのものを取り除く胃

がん予防が大きく前進をするものと期待をできますし、その入り口

となるピロリ菌検査が重要となってまいります。町民の命を守ると

いう観点から、ぜひ、導入をしていただきたいというふうに思って

おります。担当課長のお考えをお伺いをいたします。  

健康福祉課長（下川芳樹君）  

   皆さん、おはようございます。松浦議員の御質問にお答えをいた

します。これまで、町が行います特定健診、セット健診においては、

限られた保険適用のためか、ピロリ菌の検査を要望される御意見が

なく担当課といたしましては、具体的な検討は行っておりませんで

した。しかし、ピロリ菌が原因でかかる感染症において、除菌の保

険対象が広がることで、胃がんなどの予防につながる可能性がある

ならば、十分な検討が必要であると考えております。  

３番（松浦隆起君）  

   十分な検討というのは、やるということですか、やらないという

ことですか。  

健康福祉課長（下川芳樹君）  

   25 年度においては、既に検診予定や検診内容について、高知県総

合保険協会等と調整が進んでおり、新たな検査項目を設ける場合の

作業量、それから作業内容の御協力をいただいております在宅スタ

ッフの手配などと合わせて、ピロリ菌の検査、ニーズについても調

査を必要としております。  

   新年度において、このような状況を注視しながら、がん予防の友

好な対策の一つといたしまして、実現可能な方向で検討を重ねて行

きたいと考えております。  

３番（松浦隆起君）  

   わかりました。そうすれば、26 年度から確実に行うけども、25
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年度は、状況によって検討次第になるという認識でいいですか。  

健康福祉課長（下川芳樹君）  

   具体的に、住民の皆さんの健康に直接つながる部分、先ほど議員

のおっしゃったように、がんの発生率というものも、死亡率という

ものも非常に当町においても高い数値を示しております。  

   有効な手段の一つとして、早く実現可能な状況で取り組みたいと

考えておりますので、どうぞ、よろしくお願いをいたします。  

３番（松浦隆起君）  

   わかりました。ぜひ、早い時期にできるようにお願いをしたいと

思います。先ほど申し上げましたように、この胃がんというのは、

予防できるがんになってきた、というのは、この、特に除菌の保険

適用が決定されて、各医学界の方が言われてることでありますので、

よろしくお願いをしたいというふうに思います。  

   また、今回は、具体的に内容を通告をしておりませんので、答弁

はいただきませんけれども、この従来の胃がん検診にかわって、ピ

ロリ菌胃がんリスク判定というものを導入する自治体も出てきて

おります。この胃がんリスク判定の検査方法は、採決による血液検

査でありまして、胃がんそのものを診断するのではなくて、胃がん

になりやすいかどうかをＡＢＣ診断をすると。胃がん発症リスクの

高い人に対しては、ピロリ菌の除菌や定期的な精密検査を進めると

いうものでございます。  

このことについても検討する価値があるのではないかというふ

うに思っておりますので、できれば、また、次の機会に、具体的に、

お聞きをしたいと思っております。  

まずは、このピロリ菌検査の導入について、先ほど課長からも前

向きな御答弁をいただきましたので、ぜひ、早期に実現できますよ

うお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。大変

にありがとうございました。  

議長（永田耕朗君）  

   以上で、３番松浦隆起君の一般質問を終わります。  

   10 分間休憩します。  

 

   休憩  午前９時 58 分  

   再開  午前 10 時 59 分  
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議長（永田耕朗君）  

   休憩前に引き続き会議を開きます。  

   引き続き一般質問を行います。  

７番氏原義幸君の発言を許します。  

７番（氏原義幸君）  

   ７番議員氏原でございます。通告に従い、質問させていただきま

す。  

   初めに、きょうで東日本大震災が２年になりました。被災地の１

日も早い復興を願っております。そして、亡くなられた方、行方不

明の方々に、御冥福をお祈り申し上げます。  

   ２年前、ちょうど休憩中のときでした。テレビをつけますと、ほ

んとすごい映像が目に映りました。今でも、その映像は目の底から

離れていません。  

   では、本題の質問に移させていただきます。  

   榎並谷町長の政治姿勢ということで、質問させていただきます。

先日の議会の初日、町長は、三期目は出馬しない、との表明をされ

ました。二期、約７年と６カ月、本町の町長として行政を進めてこ

られました。一期目の出馬のときは、11 項目の多くの公約を掲げ、

二期目のときには、本格的な公約を掲げないで、一期目の公約の残

りを実現させるということで、出馬されてきました。残り６カ月ぐ

らいになりましたが、現段階で、今までの公約といいますか、町長

が町民に表明されたことを、どれぐらい実現できましたかについて、

お尋ね申し上げます。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   皆さん、おはようございます。先ほど来、お話がありますように、

きょうは、ちょうど２年前の、あの東北地方、東日本の大震災の起

こった日でございます。２時 46 分でございましたけども。今、テ

レビ等で、そのときの状況、そして今のあり方、そうしたものをず

っと放映されておりますけども、いまだに避難者が 30 万を超える

皆さんが、そして原子力発電所の事故で、自分の家へ帰れない、い

わゆる避難した人が 16万人、そんなニュースが流れておりまして、

まだまだ２年たっても、あの忌まわしい事故、これが消えてないと

いう状況でございまして、私どもとしても、１日も早くもとの姿に

帰れるよう、心から念ずる次第でございます。  

それでは、氏原議員さんの質問にお答えいたします。  
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私の、仕事ぶりはどうか、という自己判断をせよという質問でご

ざいます。これまでもたびたび申し上げております。最初に佐川町

にお世話になるときに、かえって申し上げた公約というのを掲げさ

せていただいたわけでございますけども。  

そのときにも、やはり今、大変厳しい社会情勢の中で、あんまり

大風呂敷を広げた形でやっても、なかなか実現は難しいだろうと、

そんな基本的な思いで自分の手幅にかなう、あるいは、今の社会情

勢にあった中で、町民の方々にどういうことを行っていけば、将来、

この町が元気になるかと、そんなことを考えながら、大きなことは

掲げてございませんけども、やはりその中では、先ほど来話があり

ますように、地震の前でございましたけども、やはりインフラの整

備をしながら安全な生活のできる、これは防災対策につながるわけ

でございますけども。  

そのほか、いわゆる協働事業の推進、あるいは少子化対策、そし

て観光振興、さらには新エネルギーの対策、そうしたものを基本的

に挙げさせていただいて、皆さんの御協力もいただきながら推進を

してまいりました。  

先だって、開会日にも申し上げましたとおり、この７年ちょっと

でございますけども、その間に、自己評価としては６割、これはま

ぁ優等とか、優じゃないわけですけども、いわゆる単位がいただけ

る合格点、60 点は、自己評価としてできたんじゃないかと。そんな

ふうに反省をしながら、なお、７カ月余り、最大の努力をしてまい

りまして、任期を全うしてまいりたいと考えておりますので、どう

かよろしくお願いを申し上げます。  

７番（氏原義幸君）  

   私は、昨年も、町長にこの同じような質問をしてました。そのと

きの答弁をみますと、100％に近いぐらいというふうな答弁をして

おりました。えらい、６割という、大分ダウンしましたけんど、そ

れはまぁいろいろあってのことだと思います。  

   次に、25 年度の本町の行政の進め方についてお尋ねいたします。

平成 25 年度の予算も計上されました。町長さんも三期目を出馬し

ないということでございますので、25 年度は全期おるわけではあり

ませんけども、私の任期中に、ぜひともこの事業を進めてやってい

きたい、それとも、これをめどをつけたいという事業があると思い

ますので、それについてお尋ねいたします。  
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町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。先ほど、基本的な成果の判断の中で申し上げ

ましたが、25 年度につきましても、これは当初の、いわゆる目標、

それを成就するということで、大変厳しい財源の中でございますけ

ども、25 年度の予算を組まさせていただいて、御提言申し上げてお

るところでございます。まずは、防災対策、そして少子化対策、協

働事業推進、さらには観光、そういった面での取り組みでございま

すけども、その中でも特に、新エネルギーにつきましては、昨年来、

個別の太陽光の補助を出さしていただいて、町民の方々にも大変活

用していただいたという実績ございまして、ことしも引き続いて、

これをお願いをしているところでございます。  

   その中で、私が大変ありがたく思ったのは、御案内のように、鷹

ノ巣の養豚団地跡、これが、もう既に７年の経過をしながら、まだ

まだ後の利用が、あの広大な土地の利用ができない状況が続いてお

りましたけども、御承知のとおり、政府の電気の固定買取価格制度

ができまして、えらい民間が大変活発にこの太陽光、特にメガソー

ラーの設置について大変感心を持っていただきまして、各地でこれ

が進んでおるということでございまして、本町においても、そうい

う時期がやってまいりまして、行政報告で申し上げましたけども、

去る２月に協定を結ばしていただいて、間もなく工事が始まるとい

うふうになっておりまして、これは大変私もありがたく思っておる

わけでございます。  

   もう一つは、西佐川駅前の下水道の浄水場予定の跡地の利用につ

きましても、同じような活用ができるということで、大変私も期待

をしております。これは、県と協働ということでございまして、県

と、町と、そして民間との三者で組織を立ち上げて、これを運営し

ていくという形になっておりまして、これは、25 年度中には、ほぼ

骨子が決まり、予定では 26 年に入るかもわかりませんけども、い

ち早い活動をお願いをしたいというふうに考えております。  

   そしてもう一つが、上町の、いわゆる古い町並みの整備と、そし

て活用、これも、これは大体 25 年度で重立ったハード面が終了す

るというふうに予定をしておりまして、あとは、お願いをしてござ

います観光協会の設立等、これ踏まえて、ソフト面で活用しながら、

一気に、私は観光協会をどっとというふうには、なかなか難しいと

思いますけども、やはり、佐川のよさ、歴史的な背景を武器にした
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息の長い状況で、観光振興につながっていったらいいかなぁという

に思っておりまして、これにもぜひ力を入れてまいりたいというに

考えております。  

   そして、もう一つ。だんだんと人口も減ってまいります。私が担

当さしていただいた８年、７年でございますけども、確実に年間 100

人、人口が減ってるという状況で、現在の人口、これは１万 3,900

人余りということになっておりまして、私の就任したときには、１

万 4,600 の人口がございました。これは、単に、私たちの町だけじ

ゃなくて、これは日本人全体の状況であるわけでございますけども、

それでも、人口が減っているという状況の中で、いわゆる県が取り

組んで、これから強化をしていくという移住対策、このことにもこ

れから取り組んでいけたらなぁと、これも非常に大変厳しゅうござ

いますけども、その一端もことしの予算で、一部計上させていただ

いておるところで、これも、時間がかかる、長い時間がかかると思

いますけども、やはり、これから始めるということが大事かなとい

うことでございます。  

   先だって、高知県知事の挨拶の中でも、とにかく定年退職者でも

いいと。とにかくふるさとへ帰って来ていただきたい。Ｕターンで

もＩターンでも。そんなお話がございましたけども、やはり人口が

減っていくということは、これはもうほんとに私たち行政が司る上

では、非常に大きなマイナスになりますんで、こういった面でも取

り組んでいってまいりたいというふうに考えております。  

   これが、上町の、いわゆる歴まち法に基づく整備、そして今後の

活用、そうしたものにぜひ期待を申し上げたいし、私も 10 月の末

で任期を終わるわけでございますけども、行政というのは、これは、

その人が終わって終わるもんじゃなくて、継続性があるもんでござ

いますから、ぜひ、そういった意味で、次の代にも、こうしたこと

で、佐川のよさを生かしながら、そしてできるだけ町民の方々には

負担をかけないような形で、行政を進めていっていただいたらいい

かなぁということでございます。  

   そしてもう一つ。いわゆる地域の活性化、防災対策、これ、つな

がるわけでございますけども、いわゆる県が強力に進めております

住民センター、住民活動センターと。こういうのを尾川の人たちが

大変協力いただきまして、25 年度には立ち上げるということで、今、

県下で６カ所くらい活動しているというに聞いておりますけども。
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これは、これからの運営が大変難しゅうございます。高齢化が進む

中で地域を支える人も少ない、という状況でございますけども、そ

れでもやっぱり地域の人たちが自分たちでこの地域を守っていこ

う、そして活性化もしていこう、そして若い人にも、帰って来て生

活のできるような、そんな思いが今、その活性化センターの中で芽

生えてきておりまして、この中では、単にそこで集って話し合うだ

けじゃなくて、ものづくりから、そしてできたら商売まで、という

ような幅広い活動センターでございまして、25 年度には、この場も

活用していきたいなぁというに思っております。  

   そして、その中では、防災に関連しますけども、防災ヘリ、臨時

のヘリの離着陸場も完成いたしまして、これも、先だって、もう既

に活動したというに聞いておりまして、こうしたことも地域の活性

化につながるということで、私もぜひ、今後進めてまいりたいとい

うに思っております。  

   そして、ちょっと話が前後いたしますけども、新エネルギー。こ

れは、東日本のあの震災、これ大変、電気のエネルギーの問題が沸

騰しております。昨日も、各地で原子力反対の運動が展開されてお

りますけども、やはり日本の場合は、エネルギーというのは、これ

はもう輸入のエネルギーに限っておりまして、できたら、できるだ

け自然のエネルギーということを皆さんが考えておりますけども、

これ、時間はかかると思いますけど、一つ一つ成就していきたいと

いうことで、先ほど申し上げました、佐川ではどうも風力はちょっ

と厳しいようでございまして、太陽光をできるだけ広めていきたい

と。  

そんな中で、25 年度の予算の中に、役場の庁舎の、これ１階部分

でございますけども、木質バイオマス、ペレットを燃料とした冷暖

房を予定してございまして、若干予算もかかりますけども県の補助

も一部いただいて、こうしたことを、これは電気料に換算いたしま

すと微々たるものかもわかりませんけども、やはり自分たちが、や

っぱり将来へ向けて、自然のエネルギーを活用していこうという、

そういう町民の皆さんにも意識付けできるような、そんなことを考

えながらやらしていただきたいというに考えております。  

そうした思いで、残る７カ月余りを精いっぱい職員ともども頑張

らしていただきますので、どうかよろしくお願い申し上げます。以

上です。  
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７番（氏原義幸君）  

   どうもありがとうございました。今、町長が言われましたように

残り７カ月でございますので、本町の行政を思う存分に進めていた

だきたいと思います。  

   続きまして、通学路の安全対策ということです。松浦議員と同じ

質問で、ちょっと一緒になる点もあるかと思いますが、よろしくお

願いいたします。  

   全国では、集団登下校時に悲惨な交通事故が増えております。本

町でも、通学路に危険なところはないのか。松浦さんは、大体小学

校対象に言われましたので、中学校も佐川トンネルが工事も始まる

し、そして先日 12 月の議会の後ですが、高北病院から東向いてい

く道路の通学路のポールが壊れているので、直してくださいという

要望がありまして、早速に、あれも改善されました。  

今度、県では、25 年度予算で、通学路交付金を 12 億円ぐらい出

すそうです。県下全域の通学路の安全対策をすることで、約３年か

ら５年かけまして 80％、残りの 20％は何かといいますと、これは

土地の買収とか、いろいろその他のあって、いかないそうでござい

ます。  

   本町では、先ほど松浦さんが言われましたので、余り何ですけん

ど、中学校の通学路を通ることがあると思いますが、その安全対策

は十分できていますか、答弁お願いします。  

教育次長（岩本敏彦君）  

   お答えいたします。近年、佐川中学校が移転がありまして、新た

な要望が上がっておりました。この３年で、随分と解消されており

ます。  

   まず、佐川中学校の駐輪場前の町道までの道の拡幅、転倒防止柵、

児童遊園までの管理道部分、歩道の舗装。また周辺の街灯などの増

設。横断歩道の設置等を済ませ、現在、駐輪場の下側の改修工事を

行っており、これで学校周辺の要望のあった対策箇所は、ほぼ実施

ができました。  

   そのほかに、対策箇所といいますと、上郷のローソンのところの

信号を設置とか、そういった要望が上がっておりますけれども、佐

川中学校においては、ほとんどが大体国道、それから公安のやるべ

き内容がほとんどでございます。そして尾川中学校におかれまして

は、ことし、側溝ぶたの破損の修理要望が１件上がっておりますが、



 

 

86 

今回の小学校の通学路緊急点検にも上がっており、対応がなされる

ようになっております。黒岩中学校からは、特に要望は上がりませ

んでした。結構、対策が進んできておりまして、尾川、黒岩につい

ては、余り上がってこない状況となっております。以上でございま

す。  

７番（氏原義幸君）  

   わかりました。尾川、黒岩では、大体小学校、中学校が近くであ

りますので、大体、小学校の安全対策をすると中学校も併用なされ

るので、要望は余りないかと思われます。  

   次に、前から通学路に対して防犯灯の要望も時々上がってきてお

りますが、本町では、その防犯灯の設置は十分にできているでしょ

うか。これからは、日もだんだん延びてきまして、下校時に、割と

明るいときに帰るようになってこられると思いますけんど、冬場は、

まっ暗いときに、夜、遅く学生が自転車で帰られています。その防

犯灯の設置について、十分な設置はできていますでしょうか。答弁

お願いします。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。通学路防犯灯についての御質問であります

が、この通学路防犯灯につきましては、佐川中学校の移転に伴いま

して、平成 23 年度に、斗賀野地区のＪＲ線路沿いの町道に７基設

置いたしております。  

   それからまた、平成 24 年度に、斗賀野西組の県道本郷斗賀野停

車場線に、これは四国電力から５灯寄贈をいただきまして、それを

設置しております。なお、これらの電気代等、維持管理費は町で支

出をしております。なおそれで十分であるかどうかという点につい

て御質問ですが、その他ですね、防犯灯が必要であるというような、

直接的なまだ要望としては上がっておりませんけど、それは今後ま

た上がれば、検討していきたいというに思っております。以上です。 

７番（氏原義幸君）  

   わかりました。防犯灯の要望があれば、早速設置するようにして

いただきたいと思います。  

   次に、冨士見町から尾川の岡崎を通って 494 に出る前の町道です

かね、あこの出口に、一旦停止の白線とか、前側にカーブミラーを、

あこを出るときに、右からの分は割と見通しがええですけんど、左

側の分はちょっとカーブになって車が来ますので、ちょっと危険で
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はないかと思われています。あこも、学生が自転車で通学していま

すので、一旦停止の線とカーブミラーの設置はできないでしょうか。 

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。今、御指摘の岡崎地区の旧県道長者佐川線

と国道 494 の交差点付近につきましては、以前より柏原部落、それ

から室原部落、それから、これは尾川地区全体ですけど、その部落

長さんより一旦停止による交通規制の要望があっておりまして、23

年度から佐川警察署を通じまして県本部のほうに再三上申をして

いるところでございます。それで、この３月 13 日に、県本部が現

地確認に来られるということでして、その際には、佐川警察署とか

県の越知土木、そして町からは産業建設課と総務課が立ち会うこと

になっております。  

カーブミラーの設置につきましては、いわゆる公安による交通規

制ですね。このいかんより検討をさしていただきたいというに思っ

ております。  

７番（氏原義幸君）  

   わかりました。カーブミラーについては、現地を確認するとき、

やはりあったら必要と思われれば、要望していただきたいと思いま

す。  

   次に、農業問題でございます。これはいくつかあります。まず、

西組の岩井口前の水田に、冬期に湛水する事業でございますが、こ

の事業は、冬期に、水田に水をためて、水田の雑草枯らし、農薬の

使用の回数を減らし環境に優しい農業で、まぁ言うたら、ブランド

米みたいな感じでお米を少しでも高く売るというような事業では

ないかと思われますけれども、この周辺の農地に水漏れが発生いた

しまして、周辺の農家の方が、ちょっと被害の出ているような話も

聞いていますが、町は把握していますか。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   お答えさしていただきます。これは、平成 24 年度に、西組集落

で行った事業でございますが、議員言われましたとおり、これは、

環境保全型農業直接支払対策の冬期湛水管理事業というものでご

ざいます。  

事業内容は、言われたとおり減農薬による水稲栽培、エコファー

マーの認定、冬期間の２カ月以上の水田に水をためるということで、

これは、ニラ農家からそういうお話もありまして、現地確認、また
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関係の農家、それと湛水者等、現地確認等をさしていただいたとこ

ろでございます。  

７番（氏原義幸君）  

   私は、この事業に反対するわけでもありませんけんど、お互い農

家ですので、やはり周辺に迷惑をかけないように、町が徹底した指

導をしていただけたらと思います。  

   この冬期湛水というのは、全国でも最近はやっていまして、兵庫

県でも特別栽培米、冬期湛水でコシヒカリを水田の生き物を守ると

か、そういう耕運にしまして、ブランド米で高く売るような事業も

全国的に展開されていますので、その事業そのものはええことでご

ざいますけれども、やはり周辺の方に迷惑をかけないように管理を

徹底していただきたいと思います。  

   ただこれは、今までは、田植え時には、それほど問題なかった。

というのは、田植えのときは、田んぼを十分に代かきまして、あぜ

も十分に塗って、下に水が漏れないようにするので、今まではそん

なに周囲に水がたまっても被害がなかったけれども、今回は、ただ

１回たたいただけで水をためて、畦もそんなにきれいに塗らずにや

ったら、初めての事業でしたんで、そのやった農家の方もそれほど

に思ってなかったようでございますんで、今後そういう事業を行う

場合には、やはり徹底した指導をしていただきまして、周辺の方に

迷惑をかけないようによろしくお願いします。  

   我々も、同じ農家です。共同防除を何十年もやってます。ところ

が、周辺にニラがたくさんありますので、ニラと稲と、登録されて

ない農薬でないと、万が一ニラに飛散した場合、迷惑をかけますの

で、同じ薬をずーっと使っています。しかし、最近は、その薬も抵

抗性ができて効かなくなってるようですけれども、かといって、ニ

ラに効く薬でニラの登録のない薬を使って迷惑をかけたらいきま

せんので、我々もお互いに協力してもらってそういうことをしてい

ますので、ぜひとも事業をするにおきましても、周辺に迷惑をかけ

ないようによろしくお願いします。  

   次に、耕作地の貸し借りについて、でございます。最近、町外か

らの人たちが本町に来て、農地で生姜など栽培をしている土地が多

く見えだしました。そういう人たちに、貸し主と借り主のトラブル

とかいうのは起きていませんか。  

農業委員会事務局長（氏原謙君）  
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   皆さん、おはようございます。氏原議員さんの御質問にお答えい

たします。  

   現在、佐川町では、農業経営基盤強化促進法に基づき、利用権の

設定を受ける者と土地の所有者との間で利用権の設定を行い、安定

的な農業経営が図られるよう努めておりますが、今、議員が言われ

ましたような事例は、事務局のほうには届いておりません。以上で

ございます。  

７番（氏原義幸君）  

   町外から来て、本町の農地を栽培、生姜など、耕作放棄地などの

山のところとか平地でも、私たちの地域でも長いこと草ぼうぼうに

なったところを耕作して生姜をつくってくれています。大変ありが

たいことでございますけれども、ちょっと見かけるところによると、

生姜は山地とか高台でつくるときは問題ありませんけれども、平地

で水田と稲との隣り合わせとか、稲が上にあるところでは、ニラと

同じ、今言いましたように水漏れがきまして、生姜も病気が起こり

ます。そのために、隣との境界のところを幅 50 センチぐらい、深

さ 5、60 センチ、重機で掘って水が入らない、病気が来ないように

しております。  

   ところが、それはそれでいいですけれども、今度、生姜がつくら

なく、地主に返されるときに、そのまま簡単に、ずらずらと土を返

してもどしてもろてならしてもらったときに、大型コンバイン、コ

ンバインが、秋ですのでもっと被害がないと思いますけんど、乗ト

ラとか、田植機がごっぽり傾いたり、入ったりして、大変危険にな

る恐れがあります。  

事実、私の知り合いの方が、生姜に借っちょりまして、それほど

深う掘ってないき大丈夫だろうと思って入っていったところが、ご

っぽりいけこんで大変なことになったようでございます。  

そのためにも、やはり農業委員会としては、貸し借りの契約の書

類が提出された場合に、十分に、返還されるときに、その土地、も

し掘ったりしていたところがあれば十分にそこを固めて、安全な方

向、もとのように返してもらわないと、高齢者の方とかが、乗トラ

とか田植機をにえこましたら、大変なことになりますので、そんな

場合、徹底的な、農家に、貸すほうに対しまして、指導をしていた

だきたいと思います。  

   ただ、生姜畑が全部そんな深う掘るか、というわけではありませ
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ん。山とか高いところにあるときは、全然そんなことはないですけ

んど、平地とか稲のほうが上にある場合に、そんなに深く掘ってる

ところを見かけますので、もし、今後、高齢化になりまして、ます

ますそんなところがあって、耕作放棄地にするよりは、そんな方々

につくってもらうのは大変結構でございますので、十分に指導をし

ていっていただきたいと思います。以上です。  

   次に、鳥獣被害対策費について、でございますが、近年、全国的

に鳥獣被害が増大しています。被害が増大している本町の 25 年度

予算は、24 年度より大幅に増やされて大変結構でございますが、国

でも、2012 年の補正予算で鳥獣被害対策を受けまして、３年間で

129 億円を計上いたしまして、３年間に集中して対策をされるとい

うことで、各都道府県の配分をするようです。  

高知県でも５団体がその対応において会を開いております。その

ために、各市町村に、鳥獣対策の緊急策定更新を呼びかけるようで

ございますので、本町に対しまして、そういう報告は来ていますで

しょうか。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   有害鳥獣の関係でございますが、県内の山間部なんか、特にこの

鹿の被害が非常に大きくなってございます。当町には、鹿が出没し

たというのは聞いてございません。また一方、猿の被害というのが

なかなか大きくなっておるようです。町内では、目撃情報がありま

したが、猿の直接の被害というのは、現在のところございません。

佐川町で出ておるのは、イノシシの被害というのが非常に多ござい

ます。  

   こういった国の取り組みをもとに、佐川町では、鳥獣被害防止計

画というものを計画変更しまして、１月の 28 日に県の同意が得ら

れて、これにより 25 年度有害鳥獣の駆除等の業務に取りかかろう

としております。  

７番（氏原義幸君）  

   これから、ますますそういう被害が増えてくると思いますので、

しっかりとした対策をお願いしたいと思います。  

   本町では、夢甘栗を栽培される方が大変多くおられますけれども、

だんだんイノシシの被害が出ているそうでございます。イノシシは、

ただ、下の実をちぎって食べるぐらいならええけれども、立てって、

木をばっさり折り倒して栗を食べるそうですので、大変な被害にな
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るそうです。そして電木もやっているそうですけれども、線へ草な

どが引っかかると、漏電いたしまして効果がなくなるので、管理も

大変なようでございます。国からの大幅な増額がこられると思いま

すので、いろんなやり方があると思いますので、その鳥獣被害対策

をよろしくお願いいたします。  

   次でございますが、農業関係の補助事業について、でございます。

農業関係の補助につきましては、大変、レンタル事業とか、新規就

農者支援の多くの事業がありまして、我々農家は助かっているとこ

ろでございますが、県でも結構、25 年度予算で産業振興費を大幅に

組まれておるようでございますが、産業振興は農業に限りませんの

で、何か、目新しい事業などがあれば、と思いますがどうですか。 

産業建設課長（渡辺公平君）  

   お答えいたします。前でしたか、一般質問でもいただいておりま

したが、国の政策に基づいて「人・農地プラン」というのを作成す

るというような答弁もさしていただいたとき、ございましたが、現

在、町内では、３カ所で、このたび「人・農地プラン」の認定がさ

れております。  

   そこでは、若い就農者等がございまして、来年度予算としまして、

新規就農関係の予算を大幅に拡大しまして、2,910 万円というよう

な予算を組まさせていただいております。これは、現在のところ、

もう一つ、町内で作成がされておりますので、来年度になれば、４

カ所の「人・農地プラン」ができろうかと思います。  

   また、レンタルハウス事業では、３カ所で４千万余りの予算も組

まさせていただいております。こういったところが主な事業ではご

ざいますが、鳥獣被害対策、また個別の町単独事業等を活用しなが

ら、農業振興のほうに一層努めていきたいというふうに思うており

ます。  

７番（氏原義幸君）  

   補助、補助ばっかり言ってもいきませんけれども、やはりそうい

うあれは農家は助かりますので、今後ともよろしくお願いします。 

   今度、ニラ農家が２軒ほど、ニラのそぐり機というものを導入い

たしました。これは 450 万円かかるそうですが、大変、やってる方

には好評で、まず、同じ人数でも 1.5 倍の作業ができるということ

でございまして、大変よく、これから導入する方が、広大な面積を

やってる方は、人手不足になりますので、これからまだ何台かは導
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入されるかと思いますけれども、これに対する何か補助事業などが

あれば、農家の方も助かりますが、やはりこれは個人的なものです

ので、事業、補助事業はないかと思われますが、どうでしょうか。 

産業建設課長（渡辺公平君）  

   この御質問も、前回でしたか、御質問いただきました。ニラのそ

ぐり機でございます。ニラは、先ほど言いましたレンタルハウス関

係でも、来年度２軒が予定されておるし、面積の拡張、新規就農者、

極めて順調な有望ある町の基幹作物でございます。  

   この一つの大きな課題というのが、そぐり手不足。新規に参入す

るにしても、なかなかそぐり手がいなく、町外のほうまで持って行

かんと対応できんとかいうこともあるし、また、一定の経営が整う

てきて、さらに余力が出てきたので、規模拡大を図っていきたいと

いう農家が随分おりますが、これもそぐり手不足に悩んでおるのが

実態です。  

   前回、御質問いただき、そのとき私も、その機器について、ちょ

っと調査しましたが、すぐに導入できるようなものにはならんでな

いか、というように思うておりましたが、それが、急激に改良され

まして、もう既に、議員おっしゃるとおり１軒の農家には、もう導

入され、もう１軒には、もう近々導入するということでございます。 

   これは、新規参入者とか、あるいは、規模拡大をいける方に、こ

れが導入できれば、特に、新規参入者、なかなか資金的な余力がな

い中で参入していくわけですので、これを何とか手助けできる方法

はないろうかということで、先般からＪＡの担当職員、担当課、そ

れとニラ生産部会なんかともお話はさしていただいております。  

   これはまぁ、導入する方法としましては、言われたとおり、個人

へ直接ということにはあってはいきません。個人投資には補助はお

りませんので、農協なんかが事業主体で導入して、その機器をレン

タルしていくとかいう方法が、ひとつ考えられます。そういった場

合には、県の補助事業もあるようですので、こういった方法で取り

組めないか、事業主体になる農協のほうが、今協議をしておるとこ

ろでございます。  

こういったところが、農協自身で整うてくれば、事業としての可

能性がありますので、県のほうへも本格的に協議に入れるようにな

ると思います。ちょっと話長うなりましたが、現在のところは、そ

ういった協議に取り組み、補助事業の導入へ向けて模索しておる段
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階でございます。  

７番（氏原義幸君）  

   わかりました。これは個人的ながへ、補助というのはなかなか難

しいと思います。けんど、私たちは、昔、本町に農業振興基金とい

う事業がありまして、私たちの時代、これで大変に助かった経緯が

あります。新規就農とか、そういう方々は、大変この事業に対処さ

れるかと思いますが、今、課長が言われたとおり、農協が借って、

レンタルに貸して、多くの方が利用されるようになれば、大変結構

でございます。  

   ただ、農家の方が言いますのに、確かに、そぐり手がなくなって

機械が導入されれば楽になる、楽というか、できる、けれども、今

年からニラの規格が 10 センチ長くなったようです。構んなったで

す。冬場は、ニラは伸びませんので、それほど構いませんけんど、

春先になって、規格が 10 センチ伸びたために、今まで、そぐりが

間に合わなくて枯らしていた部分が、そぐりが回転が速くなって、

出てくるということになりますと、やはりちょっと単価が下がりは

しないかという懸念もされるというような話もしていました。全部

全てがよしというわけではないかもわかりませんけれども、ニラの

たぐりの人手不足の解消には、大変に役に立つと思います。  

この１年、２年を見てみたら、大体わかるという、ニラの方が言

っていました。大体、楽なものができると、大量に出荷されると、

農産物は大量に出れば安くなる、とそれが相場でございますので、

大変、痛しかゆしなこともありますけれども、やはり広い面積をや

れる方は、冬場でも大変なようでございますので、この機械はニラ

の農家にとっては、画期的な機械ではないかと思われます。  

最後に、今、農業問題には、一番最重要課題はＴＰＰの問題でご

ざいます。全国沖縄から北海道まで、農家がこぞって反対運動が起

きています。本町に、あれは２月の終わりでしたか、県議会の方が

見えられまして、町長さん、私、藤原議員、徳弘議員さんが、国に

対する要望書を国に出すので、ということで来庁されました。  

そのときには、この国道とか佐川の、いろいろ会の９つの会があ

りますが、要望書あります。そのときに私は、一農家として絶対に

ＴＰＰの参加だけは国に言って阻止するようにお願いをいたした

ところでございます。  

いろいろ全国、農協、ＪＡが、こぞってこれは反対運動されてい
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ます。我々農家にとっても、大変なことでございます。今は、林業

がこれほど疲弊したのは、何十年か前か、木材の関税撤廃で、どん

どん安い木材が輸入されまして、今の現在、ほとんど安い外材で家

をつくるようになりましたので、日本の木が使われなくなって、今

の現在になっています。このＴＰＰ問題については、坂本議員さん

が質問されますので、町長には答弁を求めません。我々としては、

ぜひ、このＴＰＰは、絶対阻止したいと思っています。  

これで、私の質問は終わります。どうもありがとうございました。 

議長（永田耕朗君）  

   以上で、７番氏原義幸君の一般質問を終わります。  

   引き続き、１番森正彦君の発言を許します。  

１番（森正彦君）  

   １番議員の森でございます。２年前の３月 11 日、東日本を襲っ

た大震災と大津波は、死者、行方不明合わせて２万 811 人にも上り、

さらに、現在も避難生活を余儀なくされている方は、３万 1,500 人。

これほどの方が避難生活を余儀なくされておる状況であります。亡

くなられた方の御冥福をお祈りするとともに、また、いまだ不自由

な避難生活を強いられている方、あるいは原発事故で住み慣れた町

へ帰りたくても帰れない方のことを思うと、大変心が痛み、御見舞

いを申し上げるとともに、一日でも早い復興を願うものであります。 

東日本の被災地を思うたびに、私たちの佐川町は、津波の心配も

なく、安心して普通の生活ができていることに感謝するとともに、

私たちは、町民のために、さらに安全・安心な住みよいまちづくり

に邁進しなければならないと思うところであります。  

それでは、質問に入らせていただきます。  

町長は、先頃、引退を表明されました。この２期の榎並谷町政で、

町長は、自分自身が育ったふるさと佐川を、どんな町にしたかった

のか、そして、佐川町の独自性、佐川町らしさを目指した町は、あ

るいは榎並谷町長らしさは何なのか、お聞かせ願いたいと思います。

よろしくお願い申し上げます。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   森議員さんの御質問にお答えをいたします。先ほど来、大変、７

年間、７年数ヶ月大変お世話かけまして、議員の皆さんにも、いろ

いろと御指導もいただきながらここまでやってこれた、感謝申し上

げたいと思います。  
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   約８年前に、私が、佐川町、ふるさとへ帰ってこられた、このこ

とについては、大変、私も感謝を申し上げたいし、そのふるさと佐

川のために何ができるかということを当初、大変熱い思いで、語っ

てまいってきておるのも事実でございます。  

   その中で、先ほどにも氏原議員さんの質問で申し上げましたけど

も、なかなか今のこの社会情勢の中で、あるいは町の財政の中で、

今までのようななかなか大風呂敷を広げたような形いうのは、なか

なか難しかろうという思いは、当初からございました。  

   その中で、何ができるかということを考えたときに、これは、や

はり今佐川町として町民が、皆さんが、少なくとも満足度が 100％

いかなくても、ある程度間満足できるような地域で生活ができる、

このことを目標にさせていただいたわけでございますけども、その

中で、一番、当初８年前に考えたのが、やはりこの議会でもいろい

ろ御批判もいただいておりますけども、町民の方々の協働参加をし

ていただき、自分たちで、この町を守っていくという気持ちをぜひ

持っていただきたいなぁということも、大きな思いでございました。

それが、８年の中で、どれだけ皆さんに浸透したかどうかというの

は、私もなかなかやっぱり評価しにくうございますけども、その中

でもやはり、東北の地震を契機に、やっぱり自分たちの地域は自分

たちで守ろうということで、自主防災組織というのを、これは県の

指導もいろいろございましたけども、これが、ある程度理解されて

きたかなぁというふうに思っております。  

   佐川町は、御案内のように、先ほどもお話がありましたけども、

昭和の 21 年のあの南海地震のとき、これは大変大きな揺れでござ

いましたけども、さして被害がなく、そしてなお、津波という被害、

これはもう今後想定されないわけでございまして、そういった意味

では、やはり町民の方々は、佐川町は安全だというような思いがず

ーっとやっぱり、この 67 年間あったんじゃないかというふうに思

っておりますけども、やはり、これ災害というのは、やはり、いつ、

どんな形でやってくるかわからないということを、これを教えられ

たのが、あの東北の地震じゃないかなぁというに思っております。 

   そういうことで、まず、町の人々に、やっぱり自分たちの町を守

っていこうということを意識していただきたいなぁというのが、大

きな私の思いでございました。  

   そしてもう一つは、やはり行政でございますから、やっぱり健康
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ももちろん、そして人づくりも、そして産業おこしも、これは行政

でできること、これはもう責任でございますから、そういった面で、

教育の振興、これは先ほど来、議論もありますけども、子供たちに

安心して学んでいただける、そしてできるだけレベルの高いものと

いうことで、学校の耐震化、これはほぼ 25 年度で終わるわけでご

ざいますけども、その中で細かいとこでございますけども、施設の

整備も、先ほど教育長から 27 年度までには、学校施設は完全なも

のにしたいということで取り組んできておりまして、これは教育の、

まず進歩でございます。  

   御案内のように、佐川町は、400 年の歴史の中で、文教のまちと

言われる地域でございまして、これは実際に、この地域から輩出し

た多くの先人たちの実績を見れば、そのことが裏付けられてきてお

りまして、このことは、やっぱり町内外に、私たち自慢をできる、

そして誇れるものじゃないかということで、こうしたことをもう一

度意識をしてもらいたいというな思いもございまして、これは産業

振興、これは観光とも絡みますけども、上町の古い町並みを、これ

を、先人が残したものを大事にしていこうということで、これで取

り組ませていただいた、こういうこともございます。  

   そして、もちろん産業おこしでございますけども、佐川町は御案

内のように、これは、中山間地域の中でも林業には重きは、過去、

かつて置いてなかったわけでございますけども、やはり田畑、米を

中心にした、いわゆる農業地域でございまして、それが今、御案内

のような、お米がだんだん悪くなったということで大変でございま

すけども。先ほど来議論がありますように、施設園芸、特にニラ、

あるいは果物の梨と、そういったものが、この地域では大変、皆さ

んの努力によって興っておるというような状況でございまして、こ

れは一つは、農業振興。これから新しい農業を迎えるに当たり、あ

るいは後継者をつくるに当たり、いろいろな施策がございますけど

も、なかなかそれが、目に見えた効果は見えてないわけでございま

すけども、こういったことにも地道な取り組みを行政としても取り

組んでいかなければならないんじゃないかなぁというに思ってお

ります。  

   そして、もう１点、観光振興。これは産業振興の一環でございま

すけども、佐川町、これ高知から 28 キロ、時間にして車で１時間

足らずくらい。そして鉄道。ＪＲの土讃線が走っておりまして、大
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変交通の便では、そんなにほかのところとは悪くはございませんけ

ども、そういったことが若干中途半端になりまして、いろいろな観

光施設が、そんな多くないですけども、文化的になるものがありな

がら、なかなか人に寄ってもらえないというな状況、ございます。 

   そして、もう一つ、観光振興に欠かせなかった各地にございます

観光協会、これが、例えば越知のあたりも、その観光協会、大変活

用していろいろなことをやっておりますけども、佐川町にはそうい

う組織が、残念ながらなかったということがございます。そんな中

で、町の外の人たちから、佐川町には、行ったらどこへ行ったらい

い、あるいは、どこで何が食べれる、そういった案内一つもないと

いうな声をたびたび聞かされておりまして、そういうことも踏まえ

て、私がこの就任した当初から、観光協会のいわゆる再現、復元、

そういったことを思いをはせながらやってまいりまして、この 25

年度にそのスタートができるんじゃないかということで、その予算

計上をさしていただいておりますので、このあたりも、議員の皆さ

んにも十分御議論いただき、賛同もいただきたいなぁというに思っ

ておるわけでございます。  

   そういう歴史と文化の、非常に、町外の皆さんからは、いい町だ

なぁと言われながら、実際に、私たちが、実際ここで住んで、ほん

とに、町民の皆さんがほんとに満足していただけるかどうかという

のは、これは大きな課題でございまして、まず、自分たちから、佐

川町を住みやすい、そして、住みやすいというか、ほんとに自分た

ちの町を愛するような気持ちを育てていきながら、それを町内外に

ぜひＰＲをしながら、少なくとも平和で、高齢化が進んで、あるい

は少子化が進んで大変な状況にはなりますけども、佐川に住んでよ

かったなぁというような、そんな町にしたいということで、頑張っ

てまいりました。  

その成果は先ほど、氏原議員の質問の中で、自己評価で 60 点と

いうふうにやらしていただきましたけども、議員の皆さんは、そん

なこと、それほどにやっちゃあせんというお考えもあるかもわかり

ませんけども、そんな思いで、この７年余りを過ごさせていただき

ました。  

   なお、先ほど、氏原議員にも申し上げましたけども、あと７カ月

余りを精いっぱい皆さんと一緒に頑張ってまいりたいと思います。

どうか、よろしくお願い申し上げます。  



 

 

98 

１番（森正彦君）  

   この、約７年間でですね「住みよい、住みたい、文教のまち」こ

れを目指して頑張ってきてくださったということでございます。そ

の成果が 60％というふうにおっしゃってございますが、あとの

40％、これをもっと推し進めたかったなぁというところもあるんじ

ゃないかと思いますが、そのあたりをお聞かせ願いたいと思います。 

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。それは当然、やはりこうした責任あるポジシ

ョンをいただいて、それを目標を達成するというのは、これはもう

大きな責任であるというに思っておるわけでございますけども。  

   いろいろ諸般の事情がございまして、引き続いてということはで

きないという判断をさせていただいて、先ほど申し上げましたが、

行政というのは、やっぱり、ずっと連続性のあるというもんでござ

いまして、ぜひ、残り、私の 40％を引き継いでいただけるような、

あと指導者が生まれてきていただいたらいいかなぁというには思

っております。  

   ただ、これは、それぞれ私が、町へ帰らしていただいたときも、

それなりの私なりの考え方で、町民の皆さんに発信しながら御理解

もいただいたという経緯ございますから、これを 100％私の思いを

100％つないでいってくれというのは、なかなか私も言いにくうご

ざいますけども、でき得れば、残りの 40％を成就さしていただくよ

うな次の方が生まれたらいいなぁという、そんな正直な思いがいた

しますけども、これはこれでやっぱり継続性があるとはいえ、やっ

ぱりそれなりの考え方の方が引き継いでいただけるもんというに

思っております。  

   私、７年、これ８年全うするわけでございますけども、このまま

順調にいった場合には。大変、私は議員の皆さんにも町民の皆さん

にも感謝申し上げたいと思います。というのは、若干、私事ですけ

ども、人々が大体引退をする時期に帰らしていただいたと、これは

年齢的なもんでございますけども。68 歳のときに帰らせていただい

た。そういう経過がございまして、そういった面では、非常に高齢

に近いものを快く受け入れていただいた町民の皆さんには、大変な、

感謝申し上げなければならないということで、私はこの７年余り、

この８年になるわけですけども、私なりの努力はさしていただいた

というに思っております。  
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   その間にも、いろいろ御批判もいただいたことも、これはまぁ

多々あるわけでございますけども、私なりに努力はさせていただい

たと。そして、残る７カ月余りも精いっぱい努力させていただきた

いと、そんな思いで今、答弁をさせていただいております。よろし

くお願いします。  

１番（森正彦君）  

   残りの 40％は、次の人が引き継いでくれたらというようなことで、

具体的な、これを、というようなことはございませんでした。  

   私の目から見せていただいたらですね、町長の特長的な、特徴的

なものにつきましてはですね、特に、上町の整備による観光行政の

推進とか、交流人口の拡大、そういったものに、かなりの重きを置

いていたんじゃないかというふうにうつりますが、この上町の整備、

先ほども出てきましたが、そういったことが榎並谷町長の一つの大

きな特徴だったと思います。  

   この上町の歴史的風致維持向上計画、この計画以来、佐川町にで

すね、25 年度を含めた合計の事業費はどれぐらいであるか、これは

総務課長にお伺いしたいと思います。また、その中でですね、町負

担はどれぐらいであったか、お伺いしたいと思います。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。ちょっと私の手元の資料の、ちょっと字が

かなり細いもんで、なかなか見にくいですが。まずですね、平成 20

年度から行っておりますが、平成 20 年度行った、まず事業につい

て、まず合計から申し上げますと、計が 6,496 万 1,000 円。これは

平成 20 年度です。そのうち国補助が 2,894万。町費が 3,602万 1,000

円でありました。その事業内容ですが、佐川文庫庫舎移築事業があ

ります。それから上町景観改善事業、これは旧野口の商店の撤去と、

そこに小公園を設置したものであります。  

   それから、平成 21 年度ですが、計が 220 万 150 円。うち、国補

助が 90 万。うち、町費が 130 万 150 円です。行った内容が、牧野

公園の整備事業、それから佐川文庫庫舎の活用事業として、これは

主にソフト事業、パンフレットとかホームページとか、そういうも

のに費やしたものです。  

   それから、平成 22 年度。合計が 7,672 万、これから細かい数字

はもう、ちょっと省略いたしまして、7,672 万余りです。国補助が

2,458 万、町費が 5,214 万余りです。行った事業ですが、浜口邸買
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取整備事業、それから牧野公園の整備事業、それから町の駅活性化

事業、これはまぁＮＰＯくろがねの法人のソフト事業が主なものに

なりますが。それからＪＲ客車の移設整備事業に伴います用地取得

です。  

   それから、23 年度が、合計が 3,003 万余りです。うち、国補助が

401 万余り。町費が 2,601 万余りです。それで、行った事業ですが、

これは牧野公園整備事業。それから、これもソフト事業になります

が、イベント等の、いわゆる歴史的風致維持向上計画の協議会とい

うのがありますが、その協議会の活動、イベント等の開催について

です。それからあと、名教館移設事業の用地取得です。  

   それから、平成 24 年度が、１億 466 万余り。うち、国補助が 4,459

万余り。それから、この年から県費をいただいておりまして、県費

が 1,882 万余り。そして町費が 4,124 万余りです。行った事業が、

浜口邸、それから牧野生家の設計監理関係。それから、浜口邸の整

備改修事業、それから牧野生家の新築事業、それから、牧野公園の

整備の委託事業、それから牧野公園の整備事業。そして、協議会の

ソフト、パンフレット等とか視察研修等の事業。  

   そして 25 年度。これはまだ行っておりませんが、25 年度の予定

としましては 8,920 万が合計です。うち、国補助が 610 万、それか

ら県費が 3,750 万、そして町費が 4,560 万。で、行う予定が、牧野

公園の整備、それから牧野公園の遊歩道の関係の整備、それから標

識の整備、そして協議会の活動に関するソフト事業。そして名教館

の移築整備ということになっております。以上です。  

   あとですね、申しわけありません。これは 25 年度で、一応あれ

なんですが、これはどうなるかまだ未定でありますが、ＪＲ客車で

すね、客車が 26 年度ということであればですね、この分が、3,000

万が合計。そして県が 1,500 万、町費が 1,500 万と。  

それらの全ての、今申し上げました総合計が、総合計が３億 9,779

万余り。そのうち、国費が１億 913 万余り。県費が 7,132 万余り。

町費が２億 1,733 万余りということです。以上です。  

１番（森正彦君）  

   総額約４億円。町費にいたしましても２億 1,733 万という大変多

くの資金が投入されていますが、これが、町民のために生かされな

ければならないということだと思います。その計画は、活用の計画

はできているのでしょうか、総務課長お願いします。  
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総務課長（岡林護君）  

   もちろん、活用の計画はですね、歴史的風致維持向上計画という

計画がですね、一番基本になりますんで、その基本に基づいて各種

計画について定めております。  

   ただ、先ほど申し上げました中で、名教館とですね、名教館の移

築事業と、それからＪＲ客車ですか、これについては歴史的風致維

持向上計画のメニューには、当初は入ってませんでしたが、これは

県補助等を組み合わせてですね、実施できる方向で行ってきたとい

うことです。  

   それからまた、その後のいろんな計画の審議は、歴史的風致維持

向上計画の協議会の中で、いろいろと審議をいただいたということ

です。以上でございます。  

１番（森正彦君）  

   その今後の活用の計画については、佐川町歴史的風致維持向上計

画でということでございますが。この計画はですね、風致の維持向

上計画であってですね、活用、後どういうように活用していくかと

いう計画は、多分この計画にはないと思われますが、そうじゃない

ですかね。課長、お願いします。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。もちろん基本はですね、基本はあくまでも、

歴史的風致維持向上計画が発端となった計画であって、その活用計

画そのものを全て細かくですね、全てというか、そこで網羅してる

という状況ではありません。だから、その後のですね、歴史的風致

維持向上計画の協議会を何回か重ねておりますけど、この中で、コ

ンサルタントに委託して活用計画を立ててもらったりとか、いろい

ろありますが、そうしたものについては協議会の中で、いろいろと

検討していただいたという経緯があります。  

１番（森正彦君）  

   活動に対する実際の計画がある言いましたか、ないと言いました

かね。  

   あるのでしょうか、もう１回確認です。  

総務課長（岡林護君）  

   活用の計画はですね、確か、この先ほど申し上げました中のソフ

ト事業の中で、いわゆる協議会活動への補助、協議会そのものがい

ろいろ細かい計画の活動書をですね、成果品として上がっておりま



 

 

102 

すんで、それが活用計画であるというふうに捉えれると思います。 

１番（森正彦君）  

   協議会の中で、活用計画があるということであるようですが、そ

れは、一応、冊子とか、あるいは町民に提示できるような内容にな

っているんでしょうか。お願いします。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。成果品は、確か、ちょっとページ数は忘れ

ましたけど、これぐらいの厚さのですね、成果品とそれの概要版が

もう少し薄い分がありますが、それはまだ町民向けの冊子という形

ではつくられておりませんし、つくるということであれば、また協

議会の中で検討してですね、より少ないリーフレット的なものにで

すね、してやるということはあろうかと思います。  

１番（森正彦君）  

   やはり、大きな資金を投入しての事業でございますのでですね、

やっぱり活用していくということが大事であると思いますのでで

すね、早くその辺はまとめるべきであろうしですね、実行していく

ためには、誰がどう実行していくかというところがなければならな

いかと思うわけですが、そのあたりの実行的な主体はどこになるん

でしょうか、お願いします。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   私からお答えをさせていただきます。基本的には、御案内のよう

に、国が定めた、これは国が定めた法律ございまして、これは今ま

で歴史的でない当時の文科省、農林水産省、そして国土交通省、こ

の三省が提案をして、この歴まち法というのは制定をされたのが背

景でございます。  

   この背景というのは、もちろんその維持をしていかなければなら

ない。守っていかねばならないということですけども、１つは活用

ということが当然入ってまいります。それがない限りでは、今まで

のような文化庁の保存だけでいいわけでございますけども、ここへ

三省が入ったというのは、まず、観光振興を含めて活用していくと

いうのが基本理念じゃないかというに、私はそういうに理解をして、

この事業に取り組んだ経過がございます。  

   そうしたことで、大体 25 年度で重立ったハードが終わりますの

で、これを活用していく手段としては、冒頭にも、この議場で議論

をしていただいております観光協会がなかったということでござ
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いまして、観光協会を設立する運びで、今、準備をさしていただい

て、予算も組ましていただいておるわけでございますけども。これ

を主体に、いわゆるまぁ交流人口の増加を図っていきたいというこ

とで、これからその細かい中身については、観光協会を設立して、

その中から早急に詰めてまいりたいというに考えております。  

   今、準備会を、すみません、この前、２月の末に説明会をやって、

この今月中に２回ぐらい準備会やって、新年度には設立さしていた

だいて、８月ごろには法人化を目指して頑張っていただく。その法

人化の中で、この上町、これは上町だけじゃなくてやっぱり佐川町

全体の観光行政、これは、ひいては仁淀川流域の、今、６つの市町

村で仁淀川流域の観光協議会設立しておりますけど、そうしたこと

と連携をしながら、ぜひともせっかく多額の、先ほど来、話があり

ますように多額の費用を投じたわけですから、これを活用しながら、

どうしてもやっぱり地域の活性化、そこへ、やっぱり事業的にも成

り立つような仕組みをぜひ、こう、つくっていただきたい。これに

は、町民の多くのやっぱりお考え、また支援も要るということで、

今それぞれの方向でお願いをしているところでございます。  

１番（森正彦君）  

   観光に役立てたいということのようですが、私は町長の言う観光

や交流人口の増加よりもですね、住みたい町への環境整備、これを

もっと全面に押し出すべきではないかというふうに思うわけです。

歴史的風致維持向上計画、非常にいいものがあそこにはあるし、こ

れは佐川町民にとっても宝であると、そういうふうに思うわけです

が、それを観光というふうに主に持ってくるよりもですね、本来の

目的のですね、佐川の歴史と文化を大事にしていくと。そして文化

の香り高い文教のまちとしてですね、町民と一体となってまちづく

りを進めていくと。  

そしてそれがですね、この町を町民が誇りに思い、先ほど町長が

言いました「住みよい佐川町、愛する気持ちを持ってもらいたい」

と、そういう面をやっぱり強調してですね、その結果がですね、観

光客に来てもらうということもええですし、最も大事なことはです

ね、町民が、住みよい、住みたい町と思う、と。そのことが定住に

つながる。「ああ、いい町だから、住みたいな」と。そしてその文

化の香り高い、これがその文教のまちの、一つの大きな土台である

と、基礎であると。  
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こういったことでですね、私は、そちらの方面を強調すべきでは

ないかと。町民の声としてですね、上町の整備をして、観光客を呼

ぶと言ってもですね、そんなに人は来んのじゃないだろうか、と。

あんなにお金をかけてもったいないという声を聞くわけでござい

ます。観光といっても、恐らく日帰りが多くなろうかと思います。

そういった場合、佐川町に落ちるお金というのは、非常に少ないか

と思います。  

町長は、先ほどの 60％の成果の中でですね、防災、協働事業、少

子化、観光対策、新エネルギーと申されましたが、これは氏原議員

へのお答えの中で。私は、その観光対策というのは、産業振興対策

であるべきで、やっぱりその成果は 60％の中でですね、産業振興に

取り組んだ、その一環として観光があったと。こういうべきではな

いかと。そういった面でも町長の観光への思い入れは、非常に強い

ものがあるというにも感じたわけでございます。ですが、やはり町

民はそのように、成果について疑問を持っておる。そこで何人が食

べていけるだろうと。  

一方、農業のほうにつきましては、これは町長の 60％の成果の中

にも入るかとも思われますが、最近、後継者も非常に増加しておる、

あるいは新規就農者も増加しておると。これは非常に、農業振興の

成果だと思うわけでございます。  

そこで、一人住むことによって非常に多くのメリットがあるわけ

でございまして、このことはまた後にも触れさせていただきますが。

そういった面でですね、やはり、これは町民のために、よそから来

る人のためでなくて、町民のために、誇り高きものを守っていかな

ければならないものを残していく、とこのような視点でやっぱり捉

えるべきではないかというふうに思いますが、そういったことにつ

いて、町長、いかがでしょうか。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。冒頭に申し上げました、この歴まち法という

のは、まず残す、守る、維持していくということ、その次に、それ

を活用できて地域の活性化につなげたいと、そんな複合的な法律だ

というに、私は理解をして進めさしていただいたというにお答えを

申し上げたところでございますけども。  

   まさに、そういうことでございまして、まず、歴史ある建物を、

これ残していくことが基本です。ということで、随分とお金もかか
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っております。あれ、多分、今の浜口邸を新築するとすれば、あれ

ほどお金がかからんと思います。だけども、それは、やっぱり佐川

の歴史の古いそういう町並み、文化を残していきたい、これがやっ

ぱり国もそういう方向で、今度打ち出したわけですから。それに、

そういう精神にのっとってやらしていただきました。  

   ただ、佐川町民には人気がないというふうにおっしゃいます。文

教のまちの誇れるゆえんというのはどこにあるかというのは、やっ

ぱり人づくりだったと思います。私たちの先輩が。その中で、人だ

けではやっぱり生活ができないと、教育だけでは。ということで、

産業おこしを、私、先輩がやったと。それが、ひとつは佐川では、

この気象条件あるいは水の良さを活用した酒、お酒を造ってそれを

産業おこしにしたと。これは、だから佐川には随分と酒蔵がずいぶ

んあったというのは、皆さんも御承知のとおりでございまして、や

はり行政としても、そこでやっぱり生活できる何か、やっぱり興し

ていくということも大事だということでございまして、当然今おっ

しゃられた観光というのは、産業振興の一環というには、私も十分

承知をしながら取り組んでまいってきておりますので、やはり残し

たいいものを、町外から来ていただいて、やっぱり「ええところへ

来てよかった。もう一度きてみたい。じゃあ、もうこんなところや

ったら住んでみたい」というふうに、これを、これからやっぱり私

たちが町民と一緒になって盛り上げていくということが、私は必要

じゃないかなぁというふうに思っております。  

   結果は、まだ時間がかかると思いますけども、私はやっぱりいい

ものができて、理解していただけるんじゃないかというふうに自負

をいたしております。  

１番（森正彦君）  

   私も観光を否定するものではなくしてですね、やはり右とか左と

か、どっちがええとかいうことでなくして、観光も、それは進めて

いかなければならないと。それと相まってですね、やはりその文教

のまちとしての教育ですね、やっぱりそういった面、あそこを活用

していくというようなこと、ソフト制作が非常に大事じゃないかと

いうふうに思います。  

   大きなお金をつぎ込みました。これからソフト面を充実さしてい

くということでございますが、地域の、人のために、町民のために

なるようなソフト事業、そしてその先人たちが生まれたこの町の文
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教政策をですね推し進めていくこともしていかなければならない

というふうに思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。当然、一つの事例でございますけども、25

年度に移設をする名教館、これは御案内のように、歴史の中でも非

常に重要な位置を占めてきた文教施設。学校の施設でございまして、

これをシンボル化して、上町に移設するわけでございますけども、

当然その中には、そうした、いわゆる教育も含めて、いろいろな形

で活用するのはもちろん、これは町外だけじゃなくて町内の皆さん

にやっぱり活用していただくというのが大事かなぁというに思っ

ております。  

   今、まだ、そう頻繁には使われてないですけども、旧の青山文庫

庫舎、これにつきましても、いろいろな形で町民の方々が絵画展で

あったり、この前はひな祭りもやっていただいて、非常にいい雰囲

気で活用、まぁまだ、まだまだということがありますけども、そう

いう事例もございますから、当然、そういう人づくりも含めてやら

していただきたいなぁというに考えております。  

   そしてもう一つ、昨年、牧野の生誕 150 年で、漫画もつくらして

いただきました。これは税金の中で。大変、内外から好評をいただ

いておりまして、これを子供たちにも、やっぱり歴史の勉強の中で

見ていただきたいということで、ＤＶＤを各学校には配付してござ

いますし、また、広井勇、これの 150 年の記念もございました。シ

ンポジウムをやったときに、また、若干、私の行動で批判もいただ

きましたけども、私は、大きな成果が上がったんじゃないかという、

その講演の中で、やっぱり子供たちにもやっぱりそういう先人たち

の、いわゆる成してきたこと、こうしたことをきちっと教育という

か、知ってもらう、そんなこともこれから非常に大事ということで

ございまして、この上町の歴まち法のいろいろの施設を整備した、

これを契機に、やっぱり学校関係にも広く、そういった歴史的な背

景、そして偉大な人物を輩出したそういう土壌の歴史というものを、

そして人々の活躍した中身を、やっぱり子供たちにも知っていただ

くようなことも考えていかなければならないんじゃないかという

ふうに考えております。  

１番（森正彦君）  

   そういった面でですね、やはり未来を、佐川町の将来、この未来
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を背負う子供たちのためにもですね、あの施設を生かしながら、文

教のまちの施策を推し進めていってもらいたいと。推し進めれるよ

うな仕組みをつくっていただきたいと思います。  

   確認のためにもう一度、そのことについて、そういうことでよい

と、いくということだったらいく、でお答え願いたいと思います。 

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。当然これは、今、いろいろな形で、人々の心

が、何か寂しく、貧しくなっているというな状況ですから、やはり

子供たちの時代から、ものがなくてもやっぱりきちっとした生活で

きるような精神的な教育、これも大事かなぁと。これは当然、歴史

に学ぶところが随分あると思います。そういうことで、せっかく多

額の投資をさしていただいた施設でございますから、これを十分生

かせるような、今後、ソフト面を、ぜひ皆さんのお力添え、そして

また、お知恵もいただきながら、進めてまいりたいというに考えて

おりますので、よろしくお願い申し上げます。  

１番（森正彦君）  

   少し、くどいようでしたが、やはり、実は広報なんかに載せる場

合にですね、はっきり言ってもらわないと、言ってないことは書け

ないのでですね、その締めくくりはきちんと締めていただかないと、

町民に知らせることができないできないということでございまし

たので、以下の答弁もですね、長く詳しいのは結構でございますけ

れども、締めくくりはまとめてお願いしたいと思います。  

   それから、町長はですね、25 年度予算で、高知新聞の取材に対し

て、観光振興と新エネルギーの推進を挙げております。昨年に引き

続き本年度も予算化されている太陽光発電の補助金ですが、クリー

ンな再生可能エネルギーの普及拡大を目的としてのですね事業だ

ったと思います。  

   これは、町の一般財源を投入して力を入れた目玉事業だと思って

います。先ほども新エネルギーということが出ておりましたが、こ

の事業、昨年は大変好評でしたがですね、四電への売電契約で、佐

川町全体の実績を見てみますとですね、平成 22 年度の契約件数は

40 戸です。それから 23 年度の契約件数は 54 戸、拡大を目指した

24 年度はどれぐらい増えたかということですがですね、その実績を

見てみますと、これちょっとなかなか情報が入りにくくって、24

年の 11 月末の数字でありますが、これが何とですね、全然効果が
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上がってない、54 戸。23 年度と同じであったと。こういう結果に

なっておるわけでございます。  

   なぜ、そうなったかということですが、恐らくです、予測です。

40 万円の大きな補助金をいただけると。これはいいと。だから人気

もあったわけですが。外れた方がですね、来年まで待とうと。隣が

40 万もらって、うちはただと。これは妙にしんどいよ、と。こうい

う感情が働いたんではないかということが推測されます。業者の方

もそのように言っておりました。  

   予定していたものを預かって、役場へ行ったけれども、行ったら

もうとうから済んじょったと。いっぱい、満タンになってしもった

と。そしたらその後、その人たちはどうしたかというと、全部キャ

ンセルになってしまったと。そういうことを聞いておるわけでござ

います。  

   それともう一つ。昨年の実績ですが、施工業者が全部町外となっ

ておるわけでございます。これはですね、地域の経済効果に関して

ですね、非常に問題があると、こういう反省点があるかと思います。 

   そういうことでございますのでですね、その 25 年度の太陽光発

電の内容、この内容は町長の所信表明でもお伺いしましたが、その

内容はどうなっておるのか、そのあたりを渡辺課長、答弁願います。 

産業建設課長（渡辺公平君）  

   家庭用の太陽光発電への御質問にお答えさせていただきます。四

国電力との契約が、23 年度も 24 年度も 54 件と。ちょっとこれは

私も調べてなかったんですが、やめたということにはならんのじゃ

ないろうかと思います。町のほうは、確かに 40 件あまりの受付が

ありまして、対象になったのは 26 件です。この方々は国への申請、

それを添付した上で、国のほうができるという前提のもとに申請を

されております。中にはやめた方もおいでるかもしれませんが、全

部がやめたとかいうことにはならんかと思います。  

   それで、25 年度ですが、家庭用の太陽光パネル設置費、前回の一

般質問、12 月の一般質問でも随分安うなっておるというような一般

質問をいただきました。確かに調べてみまして、国内産のものでも

２、３割は安くなっております。外国産のもの、これなんかいうの

は、日本産と比べたら、もっと安くなっちゅう、というような状況

でありまして、平成 24 年度には、１キロワット当たり 10 万円の補

助金、最大４キロワットということで実施いたしました。  
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この１キロワット当たり 10 万円ということをベースに考えまし

て、それから設置費の低廉化、これを勘案しまして、町内の業者で

実施する場合には、１キロワット当たり７万 5,000 円。最大は４キ

ロワット。それと町外の業者の場合でしたら、１キロワット当たり

５万円、最大４キロワットと。総額 24 年度と同じ 1,000 万という

ことで予算計上さしていただいております。  

ちなみに、24 年度は 26 件対象になりまして、そのうちの３件は

町内の業者でございました。全部が町外じゃございません。１割ぐ

らい、１割は町内業者でございました。  

25 年度の、今言うた区別は、町内業者への利用をさらなり促進さ

せていくという観点から、１キロワット当たり７万 5,000 円と５万

円ということで差をつけております。どうぞよろしくお願いします。 

１番（森正彦君）  

   すいません、全部町外業者といったことに関しまして、私の調査

が不十分で訂正を申し上げます。失礼をいたしました。  

   その７万 5,000 円と５万円、これは、私は、やっぱりちょっとま

だまだ高いんではないかというふうに思うわけでございます。高知

県の他の町村は、ほとんどですね、12 万、13 万、あるいは 15 万と、

こういったような単価であるわけでございます。  

   国のほうは、25 年度、太陽光発電の補助金を廃止することも検討

したようですが、その理由は、モジュールが安くなって普及可能な

単価となったとの判断からと聞いていました。しかし、何か、継続

されるようになったようでございます。しかし、廃止の検討はした

ということは間違いないようでございます。  

   そういったことで、価格が下がって設置がしやすくなっておると

いうことです。ですから、国が実施していた 10 キロワット未満を

対象としたですね、１キロワット当たり３万 5,000 円。町内業者を

優遇しても、それは５万円。そういった程度が適当ではないだろう

かと。それでも１戸当たり 14 万から 17 万 5,000 円というか、そう

いった、５万円にするともっと多くなりますが、そのようになって

くると。そういうわけでございますので、少し後押ししてやればで

すね、普及拡大ができてくるんじゃないかというふうに思うわけで

ございます。  

また、この太陽光発電はですね、どっちかいうと、資金に余裕の

ある方が設置していらっしゃるようでございます。世間ではそうい
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うことに対する補助金に対しての批判もあるわけでございますの

でですね、ですからクリーンな再生可能エネルギーの普及拡大とで

すね、地元経済の活性化を目指すならばですね、多くの設置が可能

となる単価にすべきではないかと思いますが、これは、町長、いか

がでしょうか。答弁願います。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えをいたします。この自然エネルギーの普及につきましては、

私は大変、国の今までのあり方というのは、非常に批判的でござい

ます。というのは、20 数年前に、その太陽光が始めたころですね、

随分個人の補助も、それから事業所の補助も随分ありましたけども、

その後、だんだんとなくなってきて、平成 18 年くらいには、もう

一切個人の補助というのはなかったというような状況でございま

して、私は、あるときに、通産省のお役人に、何でやと国は。これ

聞いたときに「いや、もう通産省としては大蔵省には予算要求した

けども蹴られた」ということで、そのころは多分、原子力発電のい

わゆる推進を、やっぱり国としては大変進めたかなぁと。  

その背景、私個人的にはそういうに考えておるわけでございまし

て、私はやっぱり、自分たちがやっぱりできる最低のことを自分た

ち努力しながら、そして冒頭に申し上げましたけども、原子力発電

がいらんというような大きな運動になっておりますけども、やはり、

そこにはきちっとしたやっぱり持論がないと、なかなかいかんじゃ

ないかということで、私はやっぱり個人の方にも、これはぜひ進め

ていただきたいというそんな思いで、補助事業を去年から立ち上げ

ました。  

確かに、いろいろ批判はございます。これは、富裕層とかいろい

ろ話がございますけども、やっぱりこれは去年からスタートして、

ことし、若干、諸般の事情で補助金も下げさしていただいたという

ことですから、これからいろんな形を推移をみながら、やっぱりこ

の普及についての行政としての取り組みをどうしていったらいい

かということをきちっとやっぱり検証しながら、私たちはぜひ、町

民の皆さんにも、将来へ向けての再生エネルギーの確保については、

少なくとも自分たちのエネルギーは自分たちでつくっていくとい

うくらいの思いを、ずーっと、時間がかかると思いますけども、ぜ

ひ持っていただきたいなぁという思いで、これをお願いをしている

ところでございます。以上です。  
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１番（森正彦君）  

   この事業、昨年初めてやったわけでございます。ことしは、集落

活動センターも、ことし新しくやるわけでございますが、特にです

ね、やはり新しい事業を導入する場合にはですね、十分検討してで

すね、効果的な事業展開を図るべきだと。この太陽光発電、他の町

村が 20 万円いかんくらいなのに佐川町はその倍になったと。結果

的には、私は、うまくいったというふうには思わないわけでござい

ます。  

   しかし、新しい事業は思いどおりにいかないことも、そりゃある

ことはありますのでですね、修正も加えてですね、目的に沿ったで

すね、投資効果を上げるべきだと思います。  

   また、もう一つ、事業導入した後でですね、そういう検討をよく

検証してですね、ＰＤＣＡのローリング、それを行っていってです

ね、さらに効率的に事業を推進していただきたいというふうに思っ

ております。  

   目的達成にはですね、昨年の失敗を引きずることなくですね、大

胆な改正、去年こうであったからですね、それからあんまり下げれ

んとか、いうことでなくしてですね、大胆な改正、これをしていく

べきだと思います。  

   とにかく、私の言いたいのは、事業導入の際には、よく調査検討

してほしいよ、と。そしてその後は、よく検証してそのＰＤＣＡの

ローリングをやって、次につなげていっていただきたいということ

ですが、そのことでもう一度、町長、答弁願います。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   当然、今、森議員がおっしゃられた内容については、これ当然私

たちも実施していくべきだと思っています。だから、そういった意

味で、昨年の状況を踏まえて、ことし、若干その内容を変更さして

いただいて、御提案を申し上げてるということですから、それは森

議員のおっしゃるとおりだというに思っております。  

   なお、事前のマーケティングとか、そんなものやってないわけで

すけども、これはやっぱり国が固定価格買取制度を導入した背景と

いうのは、やはり、再生エネルギーはやっぱりこれから充実してい

くと、国としてもきちっとした基本方針を決めたというに、私は考

えておりまして、そういう状況を受けて、やっぱり私たちができる

ことは何かということを先ほど申し上げましたけども、これを考え
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ながら、そして、やっぱりどうしても、その状況に応じて、一旦決

めたものを、これで、昔のようにガチガチじゃなくて、やっぱりそ

の状況に応じて、やっぱり変化をさしていく、いいものをつくって

いくというのは、これはもう、これからの行政のあり方だというに

思っております。  

   そういった意味では、県の産業振興計画の尾﨑知事のあの産業振

興計画の進め方は、最初にきちっと決めて、その中で、もうこれで

終わりじゃなくて、やっぱりそのやっていく中で変化が起きたとき

には、柔軟にそこを対応していくということが、今、産業振興計画

の大きな、やっぱり成果につながっておるという、それも参考にし

ながら、当然、森議員のおっしゃられた、いわゆるきちっと検証も

しながら、次へのステップを上がっていくべきだというに考えてお

ります。今後ともそういう方向で取り組んでまいりたいと思います。

以上です。  

議長（永田耕朗君）  

   現在、森正彦君の一般質問中でありますが、ここで、１時 30 分

まで、食事のため休憩します。  

 

   休憩  午前 11 時 59 分  

   再開  午後１時 34 分  

 

議長（永田耕朗君）  

   休憩前に引き続き会議を開きます。  

   引き続き、森正彦君の一般質問を行います。発言を許します。  

１番（森正彦君）  

   次に、町有の住宅地の販売促進について、お伺いします。  

まず最初に、行政が行う住宅地供給事業の目的は何か、について

質問をします。その目的についてですね、目的を、総務課長、お願

いします。  

何のために宅地供給事業をするのか、と。何を目的として宅地供

給事業を行うのか、ということです。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。御案内のように、戦後、経済がだんだん発達

する中で、個人の住宅を持つ志向が高まってきたら、これは歴史的

に背景があると思うんです。そんな中で、公が、県なりあるいは自
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治体なり、たくさんその住宅地を供給してまいった背景がございま

す。  

   それは、一つは、民間による乱開発を抑止するということも一つ

あったと思いますし、また良好な環境で、できるだけ低廉な、もう

けだけに走るじゃなくて、そういう形のものが自治体でできるとい

うような、私は背景があったというに、私はそう思っております。 

そんな中で、自治体の宅地事業というのは、これは佐川町の場合

は、土地開発公社というのがかつてありまして、直接じゃないです

けども、土地開発公社が開発して、それを町民に、多分いわゆる安

価までいかなくても、ある程度手に入れれるような仕組みをつくっ

て販売したというふうに、私は経過があるというに思っておりまし

て、いわゆる公が住宅団地を開発するのは、背景は、基本的には、

良好で、できるだけ経済的な単価で供給できるような仕組みづくり

を考えていったんじゃないかというふうに思っております。以上で

す。  

１番（森正彦君）  

   乱開発を防ぐということと、また、優良な宅地の供給、さらに低

廉なということであるということですが、越知町は 50戸の住宅を、

今度建てる計画があると。町営住宅を。私は、一つには、その定住

ということも大きな目的ではないかと。佐川町に定住してもらう。

そこへ若い家族が主体になるかと思うんですが、そういう人たちに

定住してもらうと。こういうことじゃないかと思います。そのこと

のちょっと確認をしたくって、最初に問わしていただきましたが。 

   その、小富士団地と西佐川駅隣りの２カ所の 24 年度を含めた過

去３年の販売実績、そして小富士団地の販売達成率を、どのくらい

かお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。  

総務課長（岡林護君）  

   まず、かいな小富士団地について、今までの経緯ということで御

説明いたしますが、平成 15 年度から分譲開始いたしておりまして、

ことしで 10 年目ということになります。その分譲開始からの販売

実績についてですが、15 年度が８戸、16 年度が４戸、17 年度が６

戸、それから 20 年度が３戸、21 年度が２戸、22 年度が１戸、23

年度が１戸、合計 25 区画が販売済でありまして、18 区画が、今売

れ残っているという状況です。  

   それからあと、西佐川駅前団地につきましては、３区画を平成 15
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年度から分譲開始いたしておりますが、その一番最初の 15 年度に

１区画を販売です。現在２区画が売れ残りの状況ということです。

なお、ちょっとパーセンテージは、ちょっと計算せないきませんの

でちょっとあれですが、以上です。  

１番（森正彦君）  

   現在、小富士団地と西佐川駅の隣の２カ所でですね、20 区画の町

有の住宅地があると。その小富士団地については、24 年度は１区画

も売れてないと。22 年度が１区画で、これはちょっと医療関係やっ

たかな、のところではなかったかというふうに聞いております。ま、

あんまり売れてないというのが実態だということです。業者に聞い

てみますとですね、主に、住宅を建設する若者の取得が減少してい

て、町有の住宅地は企画が広い関係もあってですね、高くて手が出

せない状態だと言っております。  

   土地の路線価格も、年々下がってきておりましてですね、2012

年７月１日現在の路線価ではなくて、地価調査結果によるとですね、

佐川町の五反畑で 6.8％、ごま尻で 10.4％下がっております。そう

いう状態ですので、土地が売れるようにですね販売対策をとるべき

と思いますがいかがでしょうか。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。両団地とも分譲価格が坪約 11 万 5,000 円

から約 13 万 8,000 円という状況です。この価格は、当時の用地取

得費とか補償費、そして造成費等を加味して求められたものであり

まして、周辺の地価相場等から求められたものではありません。  

   なお、この価格はですね、今現在、販売上の最大のネックになっ

ているということは確かであろうかと思います。しかしながら、分

譲開始当初から現在まで、この分譲価格の変更見直し等は出されて

いない状況です。  

   あと、ただですね、現在、販売促進策の１つとしまして平成 22

年度から若者定住促進補助金として、条件つきで購入者に 200 万円

を交付してるという状況であります。  

   それからあと、かいな、西佐川、両団地とも区画面積が大きく、

平均分譲価格も 1,000 万ほどでありまして、これに新築建物込みで

いきますと、3,000 万ほどの出費になるということが見込まれます

んで、高知県の所得水準からすれば、高額であるというに考えてお

ります。  
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   それから、地価のこともおっしゃいましたが、今般の経済情勢を

背景にしまして、不動産市場が低迷しておりまして、地価は年々下

落しております。さらに、公的指標である地価公示、地価調査にお

いては、分譲開始当時の平成 15 年度から最新の 24 年度時点までの

佐川町の地価下落率は平均でマイナス 37％、住宅地平均でマイナス

30％という状況であります。以上です。  

１番（森正彦君）  

   土地の価格の見直しはしてないと。20 年度から 200 万の補助金

を出しておるということでございます。そしてその土地の価格は、

30％程度下がってきておると。そのあたりで、かなり現状の価格と

乖離しておるというのが現状だと思います。  

   私はですね、やっぱりこれはもう、売れる価格にせんといかんの

やないろうかと。そうしないとですね、このままいくと 20 年間、

なかなか完売できないような状況になってくるわけでございます。

これは、普通、宅地開発業者はですね、開発した宅地を一定の期間

で販売しなければですね、ならないわけでございます。そうしない

と、資金が回らなくなって、次の開発もできないばかりか経営が破

綻することにもなるわけです。そういう事例はたくさん、業界では

あるわけでございます。  

   町は企業ではないので、破綻することはないかと思いますけれど

も、先ほど言いましたとおり、20 年たっても完売できない。それは

景観をそこねるばかりか、管理にも費用がかかるわけでございます。

それとまぁ、さらに本来の目的である、さっき目的のときにその定

住のことは触れられてはおりませんでしたけれども、町長は、人口

減少問題にも、先に触れられておりました。少子化ということです

かね。少子化と人口減少とは若干違いますけれども。人口減少問題

に対応するということになるとですね、そこに１つでも家が建って

くればええわけで、これが一つの歯止め対策になるし、地域活性化

へも貢献、増えないと、売れないと、売れたほうが地域活性化にな

るということでございます。  

   私は、この宅地にですね、補助金をもっと増額して早く完売する

と。その補助金の内容としてはですね、町内の工務店を優遇した形

にしていくと。そうすれば、この住宅建設というのは、非常に裾野

の広い産業でございますので、町の経済が活性化していく、活性化

につながると。今、やはり大工さんも、それこそ電気屋さんも水道



 

 

116 

屋さんも左官さんも、この住宅の、地元での業者の建築は少なくっ

て、非常にこう、不況にあえいでおるわけでございます。その土地

の分譲に補助金を出してですね、町内業者を優遇していくというこ

とになると、そういった直接的な町の活性化につながると。  

そしてですね、町長も触れられておりましたが、県が移住対策を

しておると。そこでですね、60 歳以上の夫婦が移住した場合ですね、

県の試算で 500 組で 30 億円の効果があると。これは１戸当たりに

直してみますとですね、年間 600 万円の経済効果があると、こうい

うことになるわけでございます。20 区画全部売れると、年間でです

ね、１億 2,000 万以上の経済効果が生まれるという非常に大きなも

のになるわけでございます。これは 60 歳以上の夫婦の場合ですの

で、若い家族になるとですね、もっと多くなるわけでございます。 

   そういう面からみてですね、これは非常に経済効果、これ、町の

活性化につながるものであるというふうに思いますが、そういった

補助金を出して宅地供給、早く完売を目指すということは効果が高

いと思うわけです。その点について、町長、どう思いますか、答弁

お願いします。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   御答弁いたします。この小富士団地、また西佐川駅前につきまし

ては、大変、私どもがずーっと頭を痛めてきながら、実は西佐川の

駅前も１区画、私の任期中に売れたことがございました。ところが、

鉄道の近くということもございまして、その後キャンセルされたと

いう経過がありましたが、大変厳しい環境かなと。先ほど良好な環

境というな、ちょっと申し上げたけども、ここはちょっとそういっ

た意味では、駅には近いですけども、やっぱり環境面では、やっぱ

りちょっとそれにあたわんかなぁというに反省をしておるわけで

ございますけども。  

   その中で、小富士団地につきましては、ほんとに、前々から懸案

になっておりまして、いかにして売れるかということで、町内の不

動産業者の皆さんにも御相談申し上げて、実は提携もして、斡旋し

ていただいたら手数料も払うというな、そんな協定も結んでおりま

すけども。なかなか売れないと。そんな中で、業者の方から、どう

しても今の値段では売れんですよ、と。いわゆる宅地の価格という

のはどんどん下がってきて、なかなか、その今の価格では売れんと

いうなこともございまして、その 200 万という補助を、先ほど総務
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課長から説明申し上げましたけども、これもそのときの相場あたり、

若干、土地代に下げ幅がそんなもんじゃなかろうかというなことで

設置をさしていただいて、議会にも御了解いただいて、現在推移を

しておる状況でございます。  

   それは、一つは少子化対策の一環として、これは若者定住という

ことがまず条件でございます。その後、さまざまな情勢の変化もご

ざいます。ますます土地が下落してございますから、もうとても 200

万円くらいの値下げでは処分できないというのは、これはもう一般

の皆さんの考え方でございまして、多分、民間なら、もうどんどん

値段を下げて処分をしてきたはずです。というのは、我々行政とし

ては、余りにもやっぱり商売に走って、というのは、安く売れると

いうことは非常にいいんですけども、ところが先住で協力していた

だいた、買っていただいた方、これに若干やっぱり私どもは不公平

さを感じるんじゃないかと、そんな思いがあって、条件付きの補助

金ということにさしていただいたわけでございますけども。  

   今、また先ほど下落率が 30％あるいは 37％というな状況でござ

いますから、もう一度、これはその町民の方の、あるいは小富士団

地の方の先住民の方のコンセンサスもある程度必要だとは思いま

すけども、何かの方策で、早く処分できるようなことを、やっぱり

町としても真剣にやっぱり検討していく時期にきておるかなぁと

いうことでございまして、先ほどの補助金のことにつきましても、

あるいは県の移住対策の事業等、いろいろ勘案をしながら、ぜひ具

体的な方策で処分をしていけたらというに思っております。  

   また、議会の皆さんにもお知恵をいただいて、御協力もいただき

たいなぁというに思っております。以上です。  

１番（森正彦君）  

   土地の価格を下げるということになりますと、先に買っていただ

いた方への配慮が大事になってくるということになります。しかし

ながらですね、どこかで決断をしない限り、これはもう、地価はま

すます下がる可能性があると思います。人口は減少していきますの

で、どこかで思い切りをつけなければならないということですので、

早い時期に対策を打つべきやと。実際に対策を打つべきと。そのこ

とについて、早急に検討にはいるべきやと、このように思うわけで

ございます。  

   それこそ、先に買った人については、もう誠実なですね、対応で
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ですね、やはりその御相談を申し上げるということにでも、いろい

ろな方法はあるかと思います。しかし現実は現実で、もう地価は

30％も下がっておると。そういう相場が下がっておると。相場とい

うのは、何でもつきものでございますので、これでええと思っても、

下がるときはあるわけでございます。さらに、売れ残るということ

に関しては、売れ残ったら値を下げて売るというのも、これは世間

の常識でございますので、誠心誠意ですね、そのあたりは先に買っ

た人に説明を申し上げるとともにですね、やはりこれからの佐川町、

町が活性化すれば、やっぱりみんなが喜ぶわけでございます。  

佐川に、いい、あっこは場所でございますので、いいところへ住

めたというようなこと、あるいは、住民が増えることで商店の活性

化も望めるわけでございますし、それこそ、人が増えれば、保育園

から小学校、学校関係もええし、ガソリンも売れるし、そして交付

税も入ってくると、そういったことが一家庭年間 600 万円というこ

とになるわけでございますので、ここはですね、やはり思い切って、

具体的な措置を講じるべきと。その体制に入るべきと思いますが、

それをもう一度答弁願います。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。そのとおりでございまして、その方策が何か

と言われるなると、これも今御提言もいただきましたので、早急に

検討しながら、できるだけ早い時期に処分できるような方策をぜひ

具体的に検討してみたいと思います。以上です。  

１番（森正彦君）  

   ぜひとも、早い機会にですね答えを出してですね、実行していく

ようにお願い申し上げます。  

   次にですね、国道 494 号線の改良工事について、お伺いします。 

   国道 494 号線の改良工事は、九反田岡崎間が完了してですね、現

在は川ノ内、斗賀野の川ノ内で工事が行われているわけでございま

す。その川ノ内から須崎市の白石工業までの間はですね、道幅も狭

くて、また時々落石もみられる危険箇所であるわけでございます。 

この国道は、須崎方面あるいは佐川方面、佐川の方面から須崎へ、

須崎方面から佐川への通勤の利用者が多く、早期の完成に期待が大

きいわけでございます。完成の時期はいつごろになるでしょうかと、

川ノ内で工事が始まった関係で、よく町民の方に聞かれるわけです

が、完成の時期はいつごろになるのか、入っている情報をお聞かせ
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願いたいと思います。産業建設課長、お願いします。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   国道 494 号の佐川吾桑バイパス、これにつきまして御質問いただ

きました。町内で現在工事やっておるのは、今申されましたように、

斗賀野トンネルから須崎市との境界付近まで、1.1 キロメートルご

ざいます。これは斗賀野工区でございます。これの工事の完成は、

所管の県越知事務所に確認いたしますと、平成 20 年代後半の見込

みであるということでございます。  

１番（森正彦君）  

   須崎市から白石工業までの間の開通は、平成 20 年代後半と、こ

ういうことで、その平成 20 年代後半には白石へんまでは開通の見

通しと、こういうことでございますかね。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   斗賀野工区、佐川町側でございますが、この 1.1 キロ区間、20 年

代後半の完成の見込みということでございます。  

１番（森正彦君）  

   ほんとに、今改めて聞いたのはですね、須崎側にもまだ工区が残

ってまして、それと区切って、その間が特に早く開通が熱望されて

おりますので、それについてお聞きしたわけでございます。  

   そこでですね、先ほどから言ってますように、この間ができるだ

け早く開通するようになればいいと思います。早期完成をですね、

関係市町村とともにですね、強く要望して、町長にはですね、強く

要望して１年でも早くできるように働きかけをお願いしたいと思

うわけでございますが、いかがでしょうか。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。私ども、これ、494。これは常に私が町長に

なってからも、県のほうに、これは県の管理区間でございまして、

県の事業でございますから。主に県に要望してまいっておりますけ

ども、その要望した、その、何で要るかという話の中で、実は、佐

川、これから以西、越知町、仁淀川町、未来永劫私は、高速道路が

走らない地域というふうに位置づけまして、幸いなことに佐川町は、

この 494 が全部整備されれば、四国横断自動車道の須崎東インター

とこれと直結するアクセス道路と。私はインターにつながる直接と

いうに位置づけて、ぜひ早くやっていただきたいと。  

そしてもう一つ。だんだんと議論がございます南海地震。須崎市
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は、御案内のような大津波、過去の、昭和の南海地震でも大津波、

そしてチリ沖地震でも津波の被害を受けたところでございまして、

今度の南海地震も必ず来ると、いつかはわかりませんけど来ると言

われてまして、大変、津波の被害の想定が大きい地域でございます

から、そういった意味で、いろいろな形で、防災道路、そういった

面でも、もういち早くやることが必要ということ、これはもう口を

酸っぱくしてお願いをしてございます。  

これは、越知土木事務所の管内でございますから、越知土木の所

長にも「ぜひ、私の目の黒いうちに」という話をずーっとしながら

きてますけども、どうも白くなりかけたので、ちょっと黒いうちに

はどうもやっぱり無理だと思いますけども。  

御案内のように、まだ、残事業が随分事業費的には残ってござい

ます。まだ、年間２億、３億のオーダーでございますから、その勘

定でいくと、10 年 20 年かかっても不思議じゃないということです

けども。御案内のように、政権変わりまして、公共事業もやっぱり

日の目を見るいうことになりましたら、これから、粘り強く要望し

ていって、できるだけ早くというのは、これはもう私も同じでござ

いますから、命のある限り、一生懸命これは県のほうにも陳情して

まいりたいというに考えております。  

ただまぁ、白石工業までの間でございますけども、ほとんどが用

地が買収されております。これは、住友大阪セメントの持ち分でご

ざいまして、その分が大変御協力いただいて、用地は全て確保して

おりますけども。若干白石工業の部分がまだ、用地はこれからとい

うことですけども、いち早く地元の皆さんの協力をいただいて、用

地を確保して、これへどんと事業費を投入できるような、地元とし

ては、環境を整えて県なり国なりに力強い要望を重ねてまいりたい

と思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。  

１番（森正彦君）  

   ありがとうございます。町長はですね、土木行政については太い

パイプがあると思われますので、ぜひともですね、任期中に大きな

成果を残していただきたいとお願いするわけでございます。  

以上で、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。  

議長（永田耕朗君）  

   以上で１番森正彦君の一般質問を終わります。  
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   引き続き、４番岡村統正君の発言を許します。  

４番（岡村統正君）  

   議席番号４番の岡村統正でございます。私も、しばらくぶりで一

般質問に立ちますが、通告に従いまして３項目ほどの質問をいたし

ますけれども、よろしくお願いをいたします。  

   その前に、少しだけ時間をいただきまして、触れさしていただき

たいと思います。  

   だんだんと議員の皆様方が東日本の大震災に触れられておりま

した。平成 23 年３月 11 日午後２時 46 分に発生しました東日本大

震災は、未曾有の大災害になり、死者・不明者１万 8,000 人を超え

る方々が犠牲になり、今なお 31 万 5,169 名、これは報道でござい

ますけれども、方々が避難生活を強いられております。犠牲になら

れた方々の御冥福を、心からお祈りを申し上げますとともに、一日

も早い復興を願うものでございます。  

   また、町長におかれましては、今期で引退を表明をいたしました。

道半ばの事業があると思われますけれども、どうか、御健康に気を

つけられましてですね、精力的に、残された任期を努めていただき

たいと、このように思います。  

   そこで、少しだけ、ちょっと国のほうに目を向けさせていただき

まして、触れされていただきます。国会の所信演説で、安倍総理が、

日本の得意分野と先端技術で世界一を目指そうと述べていました。

それにｉＰＳ細胞の分野で、臨床実験が人体の目に対して世界で初

めて行われるということが報道をされておりました。まさに、世界

一の医療技術と言えると思います。  

また、脳外科医の福島孝徳先生は世界一の脳外科医で、アメリカ

を中心に世界的に知られ、その医術というものはゴットハンド、神

の手と言われ、世界各地の、各国の脳外科医の手本となっており、

また技術指導もしておられることは、テレビ番組でよく取り上げら

れております。  

まさに、医療の世界では、日本は世界一と思われます。また、次

期日銀総裁は、今月 19 日に、白川総裁から黒田新総裁にかわるこ

とになっております。黒田新総裁が、２年間をめどに２％の物価上

昇を目指し、経済をデフレから脱却させることを述べていました。

政府、日銀のこういった流れに賛同し、賃金をアップする企業が出

ており、さらに賛同する企業が多くなり、国内の景気が１日も早く
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回復方向に向かい、生活が安定することを望むところでございます。 

一方、国外に目を向ければ、日本の近隣の国の動向が大変気にな

るところでございます。  

国連安全保障会議からさらに強い非難決議をあびている現状を

鑑み、一触即発の危険な状況になっていることが、大変気にかかる

ところでございますけれども、どうか「暴走だけはしないでくれ」

と願うところであります。  

前置きが随分長くなりましたけれども、これから本題に移させて

いただきます。  

それでは、通告に従いまして質問に入っていきます。  

まず、町道の舗装改修についての質問でございます。３点ほどお

聞かせを願います。  

まず１点目はですね、町道全般の補修計画はどうなっているのか

ということと、２点目はですね、現在、古畑川に建設している県の

砂防ダム工事に伴い、町道古畑峯線を大型工事車両の通行によるコ

ンクリート舗装のひび割れ、あるいは陥没、剥がれなどの痛みが激

しく、大変危ない状況になっております。工事現場の入り口までは、

ほとんど全面的な改修が必要と思われますが、その改修計画はどう

なっておるのか。町道の痛み、損傷はですね、県主体の砂防ダム工

事に起因していることは明らかだが、工事の関係上、県は何らかの

予算的な手だてを考えているのか。３点目はですね、年間の町道の

補修に対する交付金はどれくらいきているのか。  

以上、３点をお聞かせいただきたいと思います。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   町道関連の御質問にお答えいたします。まず、予算関係でござい

ますが、先ほどの午前中の松浦議員の御答弁にもさしていただきま

したように、維持補修費で、４路線、補正予算として計上さしてい

ただいております。また、25 年度、新年度におきましては、維持補

修工事費で 20 路線余りの予算化をさせていただいております。  

   また、新設改良では、公金とか補助金を活用するものが５カ所。

それから辺地債を活用するものが１路線。単独事業では 10 路線余

りを計画さしていただいてございます。  

   それから、古畑地区での砂防ダム工事の関連でございます。この

砂防ダム工事につきましては、25 年度に完了予定とのことでござい

ます。県道長者佐川線から古畑のほうに上がっていきまして、ずい
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ぶんと、議員御指摘のとおり路面が悪く、ひび割れ状態になってお

るわけでございます。  

   そこで、25 年度に砂防ダム工事が終わるということで、これの、

随分大きなトラックなんかも入っておりますので、これの関連とし

てやっていただけないか、県のほうにも相談しておるところであり

ます。全部はいかなくても、完了に合わせてやっていただける見込

みでございます。  

   見込みだと思います。断定はまだできませんので。万一、県のほ

うができない場合には、国の交付金事業を導入しまして、26 年度以

降に実施したいと考えております。県が一部やっていただける場合

でも、残った箇所については 26 年度に舗装工を、これは、議員言

われましたとおり、もう大変ひどいですので、全幅表層の打ちかえ

とかいうなところが、かなり多なろうかと思います。  

   さらに、この上側の砂防ダム工事の入り口から峰までにつきまし

て、これは 24 年、それと 24 年度の補正でも計上さしていただいて

おりますが、必用箇所につきましては、表層のうちかえなどを行い、

実施していくようにしてございます。  

それから、道路全般の交付税については、ちょっと、私、把握し

ておりませんので、道路全体への交付税、延長 360 キロに対する交

付税、ちょっと調べさしていただかんと、手元に資料は、私は持っ

ておりません。  

   すいません、随分勘違いしまして、交付税じゃなくて交付金。交

付金は、今、私、順次申してきたような交付金で活用さしていただ

く、もう一度言いますと、ポイントがずれておりまして、すいませ

んが。補正予算につきましては、防災安全交付金の活用でございま

す。それから、新設改良等につきましては、町単独で 10 路線余り

以外は辺地債事業、それと狭隘道路によります補助金１件、玉割小

橋はじめが４件。これが交付金の活用でございます。  

   さらに、今後のことで、先ほども松浦議員のときにも答弁さして

いただいたかと思いますが、ずいぶんと、町道路面と構造物が悪う

なっております。そこで、24 年度の補正予算で、これも防災安全社

会資本整備の交付金の活用でございますが、幹線たるべき町道の路

面正常化調査というのを行い、それにより計画的、具体的な補修計

画を立て、国の交付金等を活用していくようなことで取り組んでい

きたいと考えてます。そのため、補正予算へ、関係予算を計上さし
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ていただいておるところでございます。  

   ちょっと勘違いしまして申しわけありませんでした。  

４番（岡村統正君）  

   よくわかりました。古畑の峰線においては、激しくいたんだとこ

ろはもうはぎ取って、施工していくと。この線は、要するに辺地債

事業でやるということ、辺地債でやるんですか。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   交付金を活用しまして、残については辺地債でございます。辺地

債と交付金の併用ということになります。  

４番（岡村統正君）  

   わかりました。舗装の、町道全般の舗装の補修計画というのは、

先ほど述べていただきましたけれども。予算的にですね、これから

先にですね、一気に大きく道路の改修をしてほしいというような要

望があった場合に、一気に改修できないところが出てきはしないか

なというふうに思うところでございます。  

   これは、改修場所によると思いますけれども、こういったことは、

今までないでしょうか。今まで、ですよ。  

産業建設課長（渡辺公平君）   

   一気に、路線の長い区間をやるためには、国の交付金等を、やは

り活用せんとできません。今回の補正で、４箇所、路線挙げさせて

いただいておりますが、これらは極度に、極度と言うか、路面状態

が悪く、早うにしていかないかん事業です。これについては、交付

金を活用するようにしてます。  

   今後、こういった路面等が、現状でも随分悪うなっておる箇所あ

りますし、ますます将来、放置しますと悪うなってきます。そのと

きには、もうとても単独予算でちっくとぐらい修繕するとかレミフ

ァルトで直すとかいうことは、とても耐えきれなくなります。その

ため、将来において、交付金とか国の補助を活用していくためにも、

精度の高い調査をやるべき必要があります。  

そのため、今回、補正予算で路面正常化調査というのを専門にや

っていただき、それをベースに改修計画を立てていきながら、国の

交付金等を活用し、町税の負担をなるだけ抑えていくようなやり方

をとっていきたいというふうに思うております。  

ただ、要望箇所によっては、とても国の事業等にかからんような

ところも多々あります。これについては、もう単独予算で、維持修
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繕の中で、一部改良の中でやっていくしかないのが実態でございま

す。  

４番（岡村統正君）  

   今、課長が申されましたようにですね、予算がつかないようなと

ころがあると。交付金事業とか、そういうのにかからないところが

あると。しかしながら、そういったところをやらなければならない

というときが起きた場合、予算がないからできない。大変、言葉は

悪いんですが、つぎはぎだらけの舗装にするしかないような状況に

なろうかと思います。  

   そういったところを交付金事業ができないのであれば、例えばで

すよ、その補修の積立金とか、基金積立金とかというような形をと

りながら、それに対応していくと。今後、将来において。そういっ

たことも考えられるんじゃないかというふうに思います。  

   日々、生活道として利用している町民にとってはですね、路面の

でこぼこや段差は１日でも早く改修してほしいと望んでいるよう

にも思うことから、すぐに対処できるように、手前から、先ほど申

しましたように予算の準備をしておくことも大事なことと考えま

す。  

   ぜひですね、そういったことも前向きに考えていただきたいと思

いますが、この点について、町長の見解を少し、お聞かせいただき

たいと思います。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   岡村議員さんの道路に関する質問にお答えいたします。  

   御案内のように、佐川町、ほんとに道路が狭い、そして大変舗装

等も壊れて疲弊していると。そんなところたくさんございます。そ

ういうことで、従来なら、今言ったように町単独事業で、本来なら

きちっとした計画を立ててやるべきですけども、今の財政状況の中

では、なかなか計画的に推進できない状況が現在に至っておるとい

うことでございまして、その後、政権が変わったときに、補正とか

補助事業を活用して、例えば痛みの激しいメインのところはある程

度修繕もさしていただいたわけでございますけど、なかなか枝線ま

で、なかなか到達しないということと、もう一つ。今、交付金とい

うことで、大変言葉は自由に使えるような事業でございますけども、

中身は、かつての補助事業と全く変わらないというような現状でご

ざいまして、その補助事業に引っかかる、引っかからないが、大体
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境目でございます。  

   そうしたことで、自前ではなかなかできないというのが状況でご

ざいますから、何とか、今後、基金というお話が出ましたが、なか

なかその道路の整備基金というのは、これはなかなか今、私がすっ

とこう考えても厳しいかなという状況でございますけど、いずれに

しても、これから、特にやっぱり枝線の幅員の狭いところ、そして

路面の悪いところについては、生活道路として、高齢者の方も車な

しではいけないという状況ですから、これを何とかやっぱり解決し

ていくという方向ですけども、今の財政状況の中で、どういうな方

向が一番いいのか、もうこれはつぎはぎだらけになるかもわかりま

せんけども、少なくともやっぱり傷んだところは、厳しい財源の中

でございますけども、やっぱり町単独でやらざるを得ないというこ

とがあるかと思います。  

   ということで、今、課長が答弁したように、全体の調査をしなが

ら、これからインフラの長命ということも国も考えておりますし、

また、地震に対する、例えば橋梁の補修等もこれから進めていかな

ければならない中で、全体の中で、計画を立てていきたいと。  

   ただ、なかなか思うような、きれいに整備できるという状況には、

なかなか時間がかかると思いますけども、これは日々の生活のこと

ですから、行政としても最大の努力をしていかなければならないと

いうに思ってます。以上です。  

４番（岡村統正君）  

   なかなか、予算的には大変厳しいものがあるが、重々承知の上で、

今、質問しているわけでございますので、だんだん我々も年がいっ

てくると、わずか 15 ミリくらいの段差に蹴つまずくというような

こともございますので、できるだけそういう場所がないようにです

ね、今後計画を立てて、調査していっていただくようにお願いをい

たしまして、この質問を終わります。  

   次に、消防施設の場所と個数、その安全対策の質問に入らさして

いただきます。  

   まず、１点目でございますけれども、現在の設置の防火水槽は何

基あるのか、そして消火栓は何カ所あるのかということと、２点目

はですね、防火水槽の設置場所とその形状は把握できているのかと

いうこと、３点目はですね、もう 10 年以上になると思われますが、

現在、加茂地区と尾川地区は、昼間の火災が発生した場合には、佐
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川分団がそれぞれの地区に出動をしていますけれども、これは、尾

川と加茂の両地区の昼間にはですね、地区外に勤務先あるいは仕事

の現場があるなど、地区内に残っている消防団員の数が少ないこと

により家屋火災、山林火災に対して人数的に対応できないというこ

とから、佐川分団がその部分をカバーして出動をしてもらっており

ますけれども、最近は、新しい団員さんも入団して人員の入れかわ

りもあると思われることから、両地区内の消防水利を把握しておく

ことが重要と考えるところであります。  

   そのための手段としてですね、両地区内の地図に、それぞれの消

火設備場所を示したものを消防車に携帯をさしておくことも必要

と考えるところであります。  

   ４点目にはですね、既に設置している水槽の形状は、地中と、一

部地上に出ているものもありますが、一部地上に出ている防火水槽

の数は、町内に何カ所あるのか、また、一部地上に設置している水

槽は、場所によっては、大変高さがあり、昼間の火災もですが、夜

間の消火活動などで、水槽上から団員が転落することが危惧される。

その安全対策をとるべきと考えますが、早急に対応はできているの

か、以上、４点をお聞かせ願いたいと思います。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。まず、１点目の町内の防火水槽ですが、40

トンが 61 カ所、20 トンが 82 カ所、合計 143 カ所であります。そ

れから消火栓ですが、275 カ所あります。  

   それから２点目の設置している場所と形状についてのお尋ねで

すが、現状はですね、場所は、今、現段階で、簡単な地図と住宅地

図しかない状況でありまして、それからあと、形状については、十

分な把握ができてない状況です。  

   このためですね、平成 25 年度に、高知県緊急雇用創出事業を活

用しまして、職員をちょっと募集しまして、雇用いたしまして、そ

の職員に、既に作成されております地図データに消防水利を上書き

する業務と写真を撮って台帳を作成する業務をちょっと行わせて、

そういうものを完成させたいと思っております。  

   それから３点目ですが、加茂と尾川については昼間の火災は佐川

分団がカバーしていることから、佐川分団に、加茂、尾川の水利を

示す何か、情報というか地図を備えるべきという御指摘ですが、こ

れについてはですね、今のところその水利についての十分なちょっ
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とそういうデータがありませんので、先ほど言いました業務を、成

果品をですね、佐川分団、これはもう佐川分団のみならずですけど、

全消防団、そして自主防組織にもですね、情報提供して備えていく

ような方向で行っていきたいと思ってます。  

   それから４点目ですけど、地図上に出て、高さのある消火活動に

危険な防火水槽につきましては、これについてはですね、実際に消

火活動に当たる消防各分団の意見も参考に検討していきたいと考

えておりますけど、その一部出ているのは何カ所かということにつ

いてはですね、ちょっと申しわけないですが、先ほど言いましたよ

うに、形状について、まだ十分に把握されてない状況でありまして、

ちょっとここでお答えは、すいません、その成果品が完成したら当

然把握できることですが、今のところ把握しておりません。  

   それから、それに伴いまして、防火水槽への転落防止、消火活動

においてのですね転落防止につきましては、まず、ひとまずはです

ね、平成 24 年度に、尾川分団から松ノ木、古畑の２カ所で要望が

あっておりましたんで、今月中に転落防止柵を設置するということ

にしております。今後は、他の地区におきましても、危険な場所に

はですね、防止する対応を当然、とっていきたいというに考えてお

ります。以上です。  

４番（岡村統正君）  

   まずですね、今お答えがありましたように、形状によってはほん

とに大変危ない状況があるわけです。夜間において、やっぱり足も

とがしっかり見えないという点においては、大変危険じゃないかな

というふうに思いますので、そういうことで設置できるところは早

急に設置をしていただきたいと思います。  

   そして、佐川分団の、要するに２地区のカバーに行くということ

では、やはりその詳しい場所、これは加茂分団においても尾川分団

においてもですね、完全にその分団員が、その火災が起きたときに

はゼロではないんですけれども、出動できないっていう状況が、１

人、２人じゃあ出動できないっていう状況が多分あると思います。

そのときにはやはり、佐川分団が一番先に現場に着くと思いますか

ら、そのときに、要するに、町民からの目線で見ると、何をウロウ

ロしゆんじゃや、というようなことにもなろうと思いますので、そ

ういったことがないように、できるだけ詳しい地図、大きく見える

地図を構えて配備していただきたい、いうふうにお願いをいたしま
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す。  

   そういうことで、この消防のことについては、以上で質問を終わ

らしていただきます。  

   次に、公衆トイレの整備についての質問に移らしていただきます。

奥の土居に設置している青山文庫のトイレは、随分前から使用禁止

の張り紙があり、使用できない状態が続いています。桜の季節だけ

ではなく、年間を通じて人がやって来ることが、当然、考えられま

す。今、牧野公園のリニューアルも行われていることから、これか

ら先は、特に考えられる。こんな状態を長期間放置していては、観

光面においても大きなマイナスになることが考えられます。日にち

を置かずに壊れたらすぐに直すようにしなければならないのでは

ないかと思いますが、これは、通告にはしておりませんので、答弁

は要りません。  

   また、町が管理している商工会の裏。青年の家の隣にある公衆ト

イレですが。ちょっと写真を撮っちょりますき、ちょっと見せたい

んですけど、いいですか。  

   （「どうぞ」の声あり）  

   そのつくりそのものがですね、セメントブロックづくりで、決し

て、きれいで清潔なトイレとは言い難い。このトイレは和式便器が

１カ所、そして男子便器が２カ所で、現状は大変な状況でございま

す。入り口のドアは閉まりが悪く、鍵もかかりにくい。高齢者に対

しては手すりもないようなことで、決して、心配りのあるトイレで

はなく、現在の公衆トイレには全くそぐわない時代遅れのトイレと

言えます。  

   私が見た限り、そこの写真に示されたようにですね、男子トイレ

においては全く掃除がされてないんじゃないか、落ち葉が山のよう

に積まってですね、多分これは去年の秋から何にも掃除がされてな

いっていう状況でございます。  

   また、そのトイレの前には、１本の大きな木がありまして、その

木の根が大きくはびこり、周囲のコンクリートを持ち上げ、アスフ

ァルトを突き上げており、歩行もままならない大変な状況になって

おります。  

   もうすぐ桜の花が咲く時期になりますけれども、御承知のように、

役場から下流は、桜並木が続いておりまして、この公衆トイレを花

見客が利用していると思われますが、奧にあるために目につかない



 

 

130 

かもしれません。役場敷地内に、ここしか公衆トイレはないのであ

りますから、それに、日曜日、祭日などは、役場の駐車場を観光バ

スが利用した場合、商工会、役場のトイレは当然利用できないわけ

であります。  

   ただ、役場の西入口から入れば、トイレを使うことができますが、

休日には役場の性格上、不特定多数の人数が出入りすることは、安

全管理上の問題がありはしないかということで、いかがなものかと

いうことでございます。また、管理人さんの人もですね、出入りに

張りついておることはできないということを思います。    

   そこで、私からの提案でございますが、思い切って新しく改修を

することはできないか、ということでございます。場所は、現在の

ところでは多分そこでは狭すぎると思います。ちょっとお話を伺い

ましたら、青年の家は、今、青年団は使ってなくて、全く反対のほ

うの長寿会が使っておるというようなことでございます。月に１回

ぐらい使っているということで、活用されているのであれば、取り

壊しというようなことは、当然できないと思います。  

   そこで、思い切ってですね、川側に出して、洋式便器、車いす用

トイレを設けたトイレに全面改修はできないか。きれいで、いつも

清潔なトイレは好感を得るわけでございます。特に、庁舎の敷地内

にあることですから、直接、佐川の顔にもつながる。上町の観光客

を乗せた大型バスの駐車場にもなっておりますね、ここは確か。  

県下各地のきれいなトイレのある場所は、観光業者は、よく知ら

れております。そのうちの１カ所に、佐川の役場駐車場トイレを選

んでもらえるように整備をすべきとも思います。  

こういった考えをお聞かせいただきたいと思いますが、町長、ど

うでしょう。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。実は、私もあんまり、そこに公衆トイレがあ

るというのは、８年間おりますけど、あんまり頭になかったわけで

すけども。岡村議員から質問されるということで、ちょっと私、便

所を見てきました。今、写真のとおりでございまして、ほとんど全

く使われてないという状況が、今の公衆便所じゃないかなぁという

に思っております。  

   というのは、多分、今おっしゃられたとおり花見の時期、例えば、

ここでやる夏の夏祭り、あるいは冬の、冬のソナタの夜のイベント、
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あのあたりで、ここで行事をやるときには、ある程度使った経過が

あるかもわからんですけども、一般的にはどうもやっぱり使われて

なくて、一般の皆さんには、役場の便所を使ってくれというふうに

しておったようでございます。  

   そこで、これを、公衆便所を、ここで建てるというのはなかなか

やっぱり厳しゅうございまして、例えば、１夜限りの屋台とか、１

日のイベントのときには、やっぱり公衆便所というのは、大抵必要

と思いますが、そのときには、いろいろと相談をしながら、仮設の

トイレでもどうかなぁというふうな思いはいたしております。  

   そこで、先ほど、観光の目玉になっておるここが大型バスの駐車

場というようなこともございますし、これは一つ先ほどからいろい

ろ議論になっております上町の再生、それから奥の土居や牧野公園

の再生等含めて、総合的に考えていかなければならない課題かなぁ

というふうに思っております。  

   ここで、一気に、その公衆便所をこの役場の庁舎内に設立すると

いうことに、私、今ここでは即答は、なかなかようしかねますけど

も、いずれにいたしましても、これから観光客を迎えるとしたら、

やっぱり迎える体制もある程度、どういうな形からなるかというの

が必要だというに思っておりますので、また検討を、職員とも話を

しながら、今後、この問題をどういうにしていくかというのは、考

えていかなければならないということですけども。  

   ただ、議員さんもおっしゃられた、今の場所ではとても無理だと

思います。あの木が、あれ、アメリカ風だと思いますけども、もの

すごい勢いで持ち上げておりますから、これはまぁ早急に、今の便

所そのものはもう始末をしておく必要があるかなぁと。その後、ど

うするかというのは、これからちょっと大きな課題でございますけ

ども、検討課題として御提言を受けたいというに思っております。

よろしく…。  

４番（岡村統正君）  

   確かにですね、予算的には、かなりの金額が要ると思われます。

一気に、それこそ１回に、すぐに整備せえと言うても、なかなか無

理なところもございます。ちょっと計画を立ててですね、何年かの

うちに、やっていくと、ちゃんと、そういったことを計画をして設

置をしていくというふうな考えを、ぜひ、とっていただきたいと思

います。  
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   やはりですね、観光バスは、この役場の駐車場にとめないと、と

めるとことはないと思います。大型バスは。そういったことで、や

っぱり観光バスが来るっていうことは、ガイドさんも当然乗って来

る。やっぱりガイドさんていうのは、もう一様に詳しいわけです。

そういったことで、一気にきれいな便所、そして桜並木がある、安

心してここで花見もできる、いったようなことで、そういった設備

が整いますと、一段とまた佐川の桜というのが有名になってくるん

じゃないかというふうに思います。  

   最初に、一番最初に、私が申し上げました奥の土居のトイレです

けれども、えびす祭のときも、確か張り紙がありました。それから

その手前に、ずーっと手前に行ったときも張り紙がありました。随

分と、何ヶ月もそのままの状況で放置をされちゅう、いうことで、

ある人からですね、「あそこはいつ使えるろうね」って。「いつ行っ

ても、張り紙がある」いうことで、そういうことはもう、トイレと

いうたら自然現象ですから、あそこへ行きたいと駆け込んで行った

ら、ドアに張り紙があって入れざった。急いでどこか探しにいかな

いかんというようなことで、大変な苦情が出るのは、もう目に見え

ておりますから、そういったことがないようにですね、壊れたらす

ぐ直す、いうようなことをぜひしていただきたいと。そこで用を足

せない人がですね、こちらに帰ってきて、ここでバスに乗るときに、

「さ、トイレに行こう」って言うたら、トイレがない。ような状況

もありますから、ぜひ、私が申し上げましたように、この役場庁舎

内にそういった、要するに健常者は当然、身体の不自由な方も入れ

るようなトイレを、ぜひ、前向きに検討をしていただきますように、

お願いを、私からのお願いを申し上げまして、私の質問は、以上で

終わらせたいと思います。ありがとうございました。  

議長（永田耕朗君）  

   以上で、４番岡村統正君の一般質問を終わります。  

   10 分間休憩します。  

 

   休憩  午後２時 43 分  

   再開  午後２時 56 分  

 

議長（永田耕朗君）  

   休憩前に引き続き会議を開きます。  
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   引き続き、５番坂本貞雄の発言を許します。  

５番（坂本貞雄君）  

   ５番、日本共産党の坂本貞雄です。通告に従いまして、３点ほど

質問をさせていただきます。どうかよろしくお願いをいたします。 

   質問者の皆さん、きょうが東日本大震災の発生しました 3.11 から、

ちょうど２年目ということで、この大災害につきまして触れられて

おりますが、私が思いますのは、いまだに 2,668 名という行方不明

者がおるという、この大きな事実を見まして、また、この大災害の

終わりが見えないなというように感じるところです。  

   そして、ある新聞によりますと、この行方不明者の捜索に東京か

ら、月に３回ないし４回出かけておるという記事を見まして、本当

に深く感動いたしましたが、この 2,668 名の行方不明者の方々が、

１日も早く、できるだけ多く、暖かい家族のもとに帰られるよう、

心から願いたいと思うわけでございます。  

   それでは、質問に移らせていただきます。  

   第１点としまして、平成 25 年度国の補助事業につきまして、質

問をさせていただきます。平成 25 年度の国の補助事業としまして、

緊急防災費、地域元気づくり事業があるというように承っておりま

すが、本町におきましては、この予算づけがされておりますでしょ

うか。  

   そして、事業費はどれくらいを予定されておるか、また、この事

業につきましては、地方公務員の賃金の引き下げ、7.8％を９カ月に

わたりまして、この 13 年７月から 14 年３月までの９カ月間にわた

りまして引き下げるという、その額に相当するものだというように

言われております。  

   本町の職員の賃金が、もし、引き下げられるとしましたら、どれ

くらいの額になりましょうか。そして、この引き下げの対象には、

特別職は、含まれておるかどうか。その点につきまして、まず、お

聞かせをいただきたいと思います。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。まず、先ほどおっしゃられました緊急防

災・減災費、それから地域元気づくり事業、まず、その内容につい

て、御説明をいたします。この内容は、平成 25 年度の地方交付税

に新たに参入される、または交付されるメニューでありまして、震

災復興財源捻出のため、平成 24 年４月から２年間に限って、国家
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公務員の給与を平均 7.8％削減したことによりまして、地方公務員

のラスパイレス指数が平均 106 程度に、その下げたことによって、

106 程度に上昇したということのため、国と地方の格差を是正する

ために、地方も同じように、平成 25 年７月から平成 26 年３月まで

の９カ月間に限りまして、給与を 7.8％削減することを条件として、

参入する、もしくは交付されるというものであります。  

   その金額面で言いますと、これは試算ですが、3,300 万ぐらいに

なります。それと、あと、うちの場合、7.8％削減した場合、いくら

になるかということですが、これ一般会計のほうですが、合計でい

きますと、削減前、削減後の比較でいきますと、5,248 万ぐらいが

削減されるということです。  

   ただですね、これは、給与削減の要請というのは、一律に、現状

からさらに 7.8％削減することを求めたものではありませんでして、

各団体において、既に行われている給与抑制措置を踏まえた取り組

みを求めるものということになっております。  

   佐川町職員のラスパイレス指数は、県下 34市町村中 32位の 91.7、

これ平成 24 年ですが、でありまして、それとあと、国家公務員の

給与減額した場合、7.8％平均、減額した数値と比較しましても、

99.4 ということで、100 を切っておりますので、恐らく引き下げの

必要はないというに考えております。  

   ただ、これは確定した話ではありませんので、そのことを前提に

御理解をいただきたいと思っております。  

   実は、国が考えております地方公務員給与減額の誘導策というか、

これについては２本立てになっておりまして、１つは先ほど御説明

した地域元気づくり事業費等の交付税算入分をカットすると。もう

１つがですね、はなから交付税を減額してくるやり方といいますか、

それによりますと、町村の場合は、総需要額に対して約 1.1％減額

するというものになっています。  

   これを佐川町で試算いたしますと、約 4,200 万円が減額されると

いうことになりますが、ただ、これは国家公務員の平均 7.8％減額

後の給与に対してラスパイレス指数が 100 を超える地方公共団体が

対象になるのではないかというに思われますんで、当町は先ほど申

し上げましたように、減額後に対しても 99.4 ということですんで、

このほうについても恐らく減額されないのではないかというに予

測をしております。以上です。  
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５番（坂本貞雄君）  

   ありがとうございました。お聞きをしますと、いわゆる緊急防災

減災費、地域元気づくり事業というのは、交付税措置はされるであ

ろうと思われますが、今、言いましたように、国が 7.8％引き下げ

ましても、それと比べても佐川町は、それを超えることがないので、

佐川町としては減額になることはないということで、実際、この引

き下げられた額に見合う交付税措置をするということですと、佐川

町には、その交付税というのは、もうこないということになる、と

いうことですか。  

総務課長（岡林護君）  

   いえ、先ほど申し上げましたように、２本立て、まず１つはです

ね、町村の場合は大体平均 1.1％の、はなから交付税に対して減額

してくるというのがまず１つありますが、ペナルティとして。けど

それは先ほども言いましたように、うちは 100 を下回っている団体

であるということで、まず、その 1.1％、それは金額にすると佐川

町ベースで言えば、4,200 万ほどになろうかと思いますが、それは

まずされないだろうと。まず１つはそれです。  

   それと、あと地域元気づくり事業ですか、の交付税算入分。これ

もですね、いろいろ計算式がありまして、ラスパイレス指数が 100

を超えている団体については、実は、マイナスという結果、答えが

マイナスになる式がありまして、それからもう１つはですね、職員

数の削減。職員数の削減が、過去何カ年度と、今から直近の５カ年

とかいう比較をしまして、その削減率も一つの算定の式に入ってる

んですが、それもですね、うちの場合は削減の状況ですんで、仮に

それが削減されてない団体はやっぱり答えがマイナスになります。

で、うちの場合は削減されている状況ですんで、そこは答えマイナ

スになりませんので、その意味において、先ほど言いました交付税

算入に関してはですね、参入されると。この地域元気づくり事業費

というのはですね、参入されるだろうというに予測をしております。 

５番（坂本貞雄君）  

   その地域元気づくり事業というのが交付税算入されるであろう

というように言われておりますが、これは大体いくらぐらいになる

ということですか。  

総務課長（岡林護君）  

   ちょっと先ほどの御答弁でも申し上げましたけど、3,300 万ぐら
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いになろうかと試算をしております。  

５番（坂本貞雄君）  

   ということは、3,300 万ほどの事業を構えるということになるわ

けでしょうかね。  

   そういうことになりますか。  

総務課長（岡林護君）  

   もちろん、地方交付税というのは、何か特定財源ではありません

ので、何に使おうと基本的には自由と言いますか、いうものであり

ますんで、別に色づけして何へ使うということではありませんけど、

もちろんその 25 年度予算にその額は反映されていくと。その３千

何万を何かの事業にですね、充当されていくということになります。 

５番（坂本貞雄君）  

   これは国のほうとしては、地域元気づくり事業でやってください

よという意味ではないんですかね。  

総務課長（岡林護君）  

   地域元気づくり事業というのは、具体的には、こう、おっしゃっ

てるんですか。  

議長（永田耕朗君）  

   休憩します。  

 

   休憩  午後３時９分  

   再開  午後３時 11 分  

 

議長（永田耕朗君）  

   休憩前に引き続き会議を開きます。  

５番（坂本貞雄君）  

   もう一度確認をいたしますが、いわゆる 7.8％の、いわゆる佐川

の職員についての減額というのは、ないということでしょうか。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。先ほども、２、３度御答弁申し上げました

けど、その中でも、ないという私は確定しては申し上げておりませ

んので、申し上げたことも、あくまでもこれは確定した話ではあり

ませんので、そのことを前提に御理解いただきたいというような表

現したかと思いますけど、今、この段階でですね、ないということ

は、確定は私のほうからはできませんので、ただ、ない可能性のほ
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うが強い、そういう予測であるというふうに御理解いただきたいと

思います。  

５番（坂本貞雄君）  

   これ、25 年度予算のことですのでわかりませんが、とにかく国が

7.8％減額したのをもとにして、佐川町との比較、ラスパイレスです

かね、これがまだ 100 にならんということは、佐川町の職員が、随

分低い水準で、今まで、言うたら、働いておるということの証明に

もなろうと思いますが、これはどうですか。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。必ずしもその証明になるとは、私は思えな

いんですけど。この間、委員会の全員協議会でラスパイレスのこと

を御説明させていただきましたけど、うちが低い要因にはいくつか

ありまして、多分主たる要因は前歴計算とか、そのあたりだろうと

思います。個別ラスで見ると、高い職員もおりますし、低い職員も

おりますけど。ただ、平均化すると、確かにそういう状況であると。

ただ、極端に低い職員とかいうこともありますんで、それが非常に

平均を下げているというような状況もありますんで、そういう状況

ではありますが、ただ、証明ということではないとは思ってますけ

ど。  

５番（坂本貞雄君）  

   この間の議員の研修の中でも、ラスパイレスにつきまして御説明

を受けまして、佐川の、いわゆるそのラスパイレス指数が低いのは、

途中に雇用された方の賃金が足を引っ張っておるというようにお

聞きをしたわけですが。  

   やはりそういう要因があれば、そこはやっぱり是正をしていくと

いう方向が今度、とられるべきではないかなというようにも思うわ

けですが、町長は、その点どのようにお考えでしょう。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えをいたします。大変、職員の皆さんの、いわゆる待遇とい

うのは、数値で見る限りでは非常に低いというふうに言われており

ますけども、要因というのは、今、総務課長が話した内容でござい

まして、決して、全体が低いということでもないというに私は思っ

ておる。  

   ただ、その是正につきましてはですね、これ、先ほど総務課長か

ら話がありましたけども、いわゆる採用のときの、いわゆる前歴計
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算が全く、私たちの給料表に反映されてないというのが、これが大

きな、やっぱり要因かなぁということでございまして、部分的には

納得して入って来ていただいておるとはいえ、低い部分があろうと

思います。  

   ただ、これを、今ここで、いきなり是正するということになりま

すと、今度は職員間でですね、非常にアンバランスも出てくるとい

うようなこともありまして、ちょっと内部で議論もしておりますけ

ども、このあたりは非常に悩ましいところではあります。  

   だけど、全体から見て、やはり余りに、世間から見て低いという

ことは、今後の、やっぱり職員の採用の質の問題にも影響するとい

う側面もあろうと思いますので、これは何らかの形で是正していく

ことも必要かなぁというのを、今の考えでございますけど、今、直

ちに、これをひっくり返してやることになると、職員の中で、非常

に不公平感が生まれてくるということも事実でございますから、御

理解願いたいと思います。  

５番（坂本貞雄君）  

   今、企業を問わずですね、途中採用といいますか、そういうこと

がもう当たり前になっておりまして、やはり、当町の職員の途中採

用につきましても、いい人材を雇用するとすれば、やはりそういう

ことも是正をしていく必要があるんではないかなというように考

えますので、ぜひ、そのことは御検討いただきたいということをお

願いをしまして、この質問は終わらせていただきたいと思います。 

   続きまして、ＴＰＰの参加問題につきまして、質問をさせていた

だきます。  

   ＴＰＰ、いわゆる環太平洋連携協定は、これまで、日本が結んで

きました経済連携協定と違いまして、全ての関税撤廃が大原則とな

っております。アメリカ、オーストラリア等は、この関税撤廃をね

らっているのであります。  

   農家１戸当たりの耕作面積を比べてみますと、アメリカは日本の

約 100 倍、オーストラリアは 1,500 倍と言われております。両国か

ら見ますれば、日本の農業は顕微鏡の世界ではないでしょうか。Ｔ

ＰＰに参加し、農産物の関税が撤廃されれば、米の生産は 10％にま

で落ち込むなど、日本の食料自給率は、現在でも、先進国で最低の

39％から 13％になると、農林水産省は試算をしております。  

   同じ試算によりますと、農産物の生産減少額 4.1 兆円。農業の多
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面的機能の減少額 3.7 兆円。国内総生産ＧＤＰ減少額 8.4 兆円。就

業機会の減少数 350 万人とも言われております。  

   さらに、政府の規制や制度なども非関税障壁として食品の安全基

準の緩和や公的保険、国民皆保険制度なども攻撃をされます。市町

村の地元企業への優先発注も外資差別としてやり玉に上げられか

ねません。外資が進出先の政府を訴えるＩＳＤ条項も含まれており

ます。このように交渉分野は広く、24 の作業部会で交渉が進められ

ております。  

   このＴＰＰの全容が明らかになるにつれまして、国民、とりわけ

農林業関係者の反発が強く、反対の声が大きく広がっております。

そこで、自民党は、昨年暮れの総選挙で、次の６つの政権公約を掲

げて、国民の支持を得、大勝したのでございます。  

   この６つの公約とは、次のようなものでございます。  

   政府が、聖域なき関税撤廃を前提にする限り、交渉参加に反対す

る。自由貿易の理念に反する自動車等の工業製品の数値目標は受け

入れない。国民皆保険制度を守る。食の安全・安心の基準を守る。

国の主権を損なうようなＩＳＤ条項は合意しない。政府調達金融サ

ービス等は我が国の特性を踏まえる。というものでございます。  

   安倍首相は、先の日米首脳会談におきまして、聖域なき関税撤廃

はないことを確認した、としましてＴＰＰ交渉参加に踏み出そうと

しております。しかし、自民党が公約した６項目のうちの１項目の

みを取ってＴＰＰ交渉に参加することは、公約違反ではないでしょ

うか。  

民主党が、公約にない消費税増税を国民に押しつけて国民の反発

を買い、支持を失い総選挙に惨敗した轍を踏むことになることも考

えられます。  

安倍首相は、ＴＰＰ交渉参加に踏み出すべきではないというよう

に考えるものですが、町長の御所見をお聞かせいただきたいと思い

ます。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。このＴＰＰにつきましては、これは、前民主

党政権のころ、野田総理がいきなり参加するということから、国民

的な議論になってきた経緯があるというに、私は、そういうに認識

をいたしておるわけでございますけども。  

その中で、今、坂本議員もおっしゃられたとおり、自民党の政権
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になりまして、いわゆるこの６項目というのは、大変意味の大きい

公約だというに、私は思っておりまして、これは、一つは、我々中

山間地域が、あくまでＴＰＰというのは、中山間地域の山を壊す、

あるいは里山の米をいかん、農業をいかんなるということで、もう

絶対に反対という、非常に声が、国民的な反対になってきた、これ

も事実でございますから、このことは十分に、国民の意思を尊重し

た上で、こういう公約を掲げるんじゃないかなぁというに思ってお

るわけでございます。  

今、国で、いろいろ議論をしておりますし、国会でも取り上げら

れております。私たちの立場としては、この議場でも申し上げまし

たけども、全国の町村長会、これが 950 余りの会員でございますけ

ども、その町村会としては、いわゆる地方を、ほんとにないものに

するこのＴＰＰというのは絶対反対という、その意思はまだ、いま

だに変えておらないわけでございまして、先だっても、２月の末に

高知県の大会やりましても、そのことがきちっと議論をされており

まして、反対の立場というのは、私たち町村長、いわゆる地方の自

治、特に中山間地域、町村というのはそういう位置につけられます

から、これは反対の意思を変えておらないというのが状況でござい

ます。  

５番（坂本貞雄君）  

   町長のお考えをお聞かせいただきました。ありがとうございます。

町長は、ずっとこう、私がＴＰＰの問題を取り上げたときから、断

固反対ですと、こういう意思表示を貫いてきたわけでございますが、

その姿勢というのは、今も変わりがないでしょうか。  

この２月 25 日に、県の町村会と、県の町村議長会がありまして、

ここでも聖域なき関税撤廃を前提とするＴＰＰ交渉に参加しない

よう、国に慎重な対応を求める、いう決議が採択をされております。 

このことは、町長、確認ができますか。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   このときは、私も参加しておりますので、その辺については十分

聞いております。そのときに、実は、町村会長の代理として、町村

会の事務局の局長さんが御挨拶に立ったんですけども、その御挨拶

の文言の中には、町村会としては、断固ＴＰＰの参加を反対すると

いう項目がございまして、やや、県の大会の中では、今おっしゃら

れたとおり、自民党政権のこの６項目が容認されれば、参加しても
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いいというな雰囲気というに、坂本議員さんが感じられたんじゃな

いかと、その質問だろうと思いますけども、先ほど申し上げました

ように、町村会としては、ＴＰＰ、まだ断固反対という旗はおろし

てないというのが状況でございまして、私たちも、その方向で運動

してまいりたいというに思っております。私も変わっておりません。 

その背景は、やはり、私はやっぱり山、そして里山、これをなく

したら日本が、もうなくなるというのが、私は根本にありますから、

これをきちっと国が、将来に当たって守っていくという姿勢は、き

ちっとやっぱり明確にしていただきたいなぁというに思っており

ます。  

これは、ただ、今、米で戸別補償とか、いろいろ議論があります

けども、そういうもんじゃなくて、本当に基本的にやっぱり、過去

のその戦後の 68 年の歴史の中で、どういうに方向に変化してきた

と、それをきちっと検証していただいて、やはり今、日本は鎖国と

違いまして、やっぱりグローバルな地球上の活動をしてるわけです。

当然、企業も海外へ出て、どんどん稼がないかん時代ですから、昔

の鎖国に戻すわけではないとしても、やはり基本は、日本はやっぱ

り、山から里山、きちっとこれを維持して初めて、日本の国家があ

るというに、私は個人的に信じておりまして、それをぜひ、国の皆

さんにもわかっていただきたいなぁというのが、私の思いでござい

ます。  

５番（坂本貞雄君）  

   まさにそのとおりだと思います。安倍首相も、この美しい日本と

いう言葉が、うんと好きですが、いわゆる美しい日本、その中に、

里山があるという、これはやっぱり壊していかんということをテレ

ビなんかでもしきりに言っておりまして、やはり、この農業を壊す

ことは里山を壊すことだと。本当に、そうしますと、日本の環境そ

のものが壊れていくということですので、そこはどうしても、一線

は守るべきだというようにも考えるわけです。  

   この２月 25 日の、その町村会と町村議長会で、このＴＰＰのこ

とが取り上げられたということにつきましては、今度の行政報告で

は触れられてなかったですが、やはり、こういうことがあるという

ことは、このことも行政報告の中にも触れていただいて、我々にも

知らせてほしいし、町民の皆さんにも知らせていくべきだというよ

うに考えております。  
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   そして、いわゆる町長の、断固反対という姿勢は今も変わらない

ということですが、これ、やはり農協なんかも断固反対というよう

に言っておりまして、これやっぱり、両方が連携もせずに、それぞ

れの立場で言うよりは、これやっぱり連携をしていくということが、

より強い姿勢になるんじゃないかというようにも思うわけですが、

農協との連携というようなことは、町長はお考えじゃないですか。

どのように連携をしていくかということも含めましてお願いした

いと思います。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。当然、農協さんというのは、もうほんとに地

域の農業者、お百姓さんの守りの要ということですから、当然、も

うこれは全中も含めて、今、ＴＰＰ反対というな申し上げてるのは、

これはもう当然な成り行きだというに思っております。  

   ただ、連携という話が出ましたけども、同じむしろ旗持っていく

という、私たちは、今、先ほど申し上げましたように、我々の立場

として、ＪＡさんはＪＡさんで、全農、全中ですかね、これを中心

にいろいろ全国展開しております。我々は、自治体の、いわゆる集

まりの中で、きちっとした意思表示をして、意思統一をして、これ

を働きかけていくということでございます。  

   当然、お互いに、こう一緒になってむしろ旗じゃなくて、その立

場立場の中で、中央に働きかけていくという、こういう方向で、私

はいいんじゃないかなぁというに思っております。  

   ここで、例えば、ＪＡコスモスの組合長と、そしたら手を挙げて

むしろ旗やろうかということじゃなくて、やっぱり農協さんは農協

さんなりの運動を展開しておりますし、で、我々は、やっぱり地方

自治をあずかる者として、このＴＰＰというのはこういうこと、考

えですよ、ということをきちっと、全体の意見、意思として国に働

きかけているということです。  

   これで、十分であるかないかは別にしてですね、これはやっぱり、

それぞれの立場がございますから、私は、この姿でいいんじゃない

かというふうに思っております。  

   ただ、今、議員さんがおっしゃられた内容でございますから、ま

た、このことは、この議場で議論があったということを、伊藤組合

長さんにも話をしながら、今度、全体にどういう動きをしているか

というのは、それは情報の交換は、これからもしていきたいなぁと
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いうに思っております。  

５番（坂本貞雄君）  

   ありがとうございます。やはり、それぞれの立場で、そういう運

動をしながら、しかし、例えば佐川町民の、そういう世論を盛り上

げるには、やはり連携ということも考えるべきではないかなという

のが僕の考え方なんですが。  

   安倍首相も、日米首脳会談で関税なき聖域を守られるということ

で、すぐに踏み出すようなことを言われましたが、やはりそれを受

けての全国の世論というもんが、ものすご「それは困る」というこ

とで沸き上がったために、いまだに、正式な表明をようしておりま

せんわね。安倍首相が。  

   やはり、そういうように、佐川町におきましても、町民の世論と

いうものを高めるということが、このＴＰＰ参加を阻止していくた

めには、どうしても必要なんではないかなというように考えるもの

ですので、ぜひ、その点を含めまして、農協さんとも連携を強め、

佐川町民のそういう世論も喚起をしていただきたい、いうことをお

願いをしまして、この質問を終わらせていただきます。  

   次に、３点目としまして、メガソーラー事業につきまして、お伺

いをしたいと思います。  

   県内でも、高知市長浜地区で、メガソーラー事業の第１号が、2013

年１月 15 日に運転を開始しておりますが、それ以来、県下各地に

おきまして、メガソーラー事業が、あるいは完成をしたとも報じら

れましたし、至る所で計画をされておるところです。新聞でも報道

されておりますが、大規模太陽光発電というよりはもうメガソーラ

ーで、世間一般に通用するほどになっております。  

   去る３月６日付の高知新聞には、土佐町とともに、本町も、官民

出資型の地域環境メガソーラー事業に乗り出す方針を決めた、とい

うように報じられました。報道によりますと、ＪＲ西佐川駅東側の

町有地 1.7 ヘクタールで、1.3 メガワットで一般家庭、約 400 世帯

分となっております。出資金は 3,033 万円とのことでございます。 

行政報告でも触れられておりましたですが、このことを、まず確

認をしていただいた上で、今後どのような手順を踏みまして、工事

を進めていくのか。そして、この県、本町、そして民間とあります

が、この民間ということにつきましては、どのような想定をされて

おるのか、お聞かせをいただきたいと思います。  
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産業建設課長（渡辺公平君）  

   西佐川駅東側の町有地へのメガソーラー事業計画につきまして

の御質問に御答弁いたします。  

   平成 24 年７月から導入されました再生可能エネルギーによる電

力の固定価格買取制度、これによりまして、新エネルギーによる発

電事業が全国的に注目を集めたところでございます。これを踏まえ

て、高知県では、この固定価格買取制度の追い風を最大限に生かす

ため、県と県内市町村、それと県内の企業などが、共同で発電事業

会社を設立し、得られた利益を地域で還元していく、こうち型地域

環流再エネ事業、この取り組みが本年度から始まっております。  

   高知県の話によりますと、平成 24 年度には１地区、25 年度には、

佐川町含め５地区で計画をされておるということでございます。   

場所は、先ほど議員言われたとおりでございまして、約 1.7 ヘクタ

ールの町有地の活用でございます。  

それで、この内容につきまして、県のほうが試算をしてございま

す。試算概要、新聞に載ったとおりでございますが、設置規模が

1,300 キロワットアワー、1.3 メガワットアワーになります。年間想

定発電力量、136 万 6,560 キロワット。1,367 メガワットです。400

世帯分の電力量に相当します。  

売電量は、買取単価をキロワットアワー38 円で想定しております。

25 年３月 29 日までの契約でしたら、42円。来年度についてはまだ、

発表はないですが、大臣発言によりますと 30 円台後半というよう

なこともおっしゃられたと聞いております。38 円で想定しまして

20 年間で９億 9,069 万 6,000 円に、買取価格はなります。20 年間

です。  

そして、設置の費用など想定総事業費でございますが、４億 5,500

万円となります。出資金は、この、今申しました事業費の 20％を想

定して、9,100 万円。この内の、それぞれ、町、県、県内民間企業、

これが３分の１ずつ出資金を負担します。そのため、3,030 万余り

の町関係の出資金につきましては、平成 25 年度当初予算で計上さ

せていただいてございます。合計しまして、9,100 万円の出資をす

ると。  

そして、事業費の残りが、３億 6,400 万円になります。これは、

県、町、県内民間企業で設置する特定目的会社、いわゆる地域ＳＰ

Ｃと言いますが、そこで借り入れをして、金利が年 2.5％、償還期
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間、返済期間を 15 年としますと、利息を合わせて４億 3,225 万円

の返済計画になるところであります。  

佐川町のメリットといたしましては、今、申しました売電、それ

と償還等によりまして利益出てまいりますので、20 年間で、佐川町

への配当として、20 年間で 6,625 万 3,000 円になると。それと土地

の賃借料、町有地を貸すわけでございますので、１平米当たり 100

円で想定すると、20 年間で 3,671 万 6,000 円になると。さらに、太

陽光発電施設、これは、町固定資産税の償却資産ということで、固

定資産税の対象になります。これが、想定して 4,631 万 9,000 円と

なります。町のメリットとして、20 年間で、合計で１億 4,928 万

8,000 円というものが想定されておるところでございます。  

以上が、高知県が、この佐川町太陽光発電事業の試算計算という

ことで発表された資料にあるものでございます。  

今後の、県による事業展開のスケジュール、今後のこの事業展開

ですが、佐川町太陽光発電事業の展開ですが、予算、可決いただき

ました場合、高知県と佐川町が、土地の利用プロポーザルの実施、

特定目的会社、いわゆるＳＰＣへの共同出資等に関する基本協定を

締結いたします。この基本協定に基づき、県が発電事業パートナー

となる発電事業者、これは先ほど言いました県内の民間企業でござ

いますが、それをプロポーザルで公募してから審査を行って、事業

者を選定すると、こういったほうになります。  

そして、高知県、佐川町、この決まりました事業者により、土地

利用共同出資による発電事業会社を設立して、発電事業の実施等に

関する三者の協定を締結するようになります。そして、システムの

概略設計、発電事業会社の設立などを行い、26 年度に建設工事等を

行い、26 年度中に発電の開始を考えてございます。  

今のところ、こういった考え方で進んでいくように捉えておりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。  

５番（坂本貞雄君）  

   概要がわかりました。何か、20 年間で１億 4,000 万ほど入るとい

うことのようで、大変結構なことだと思います。そして 26 年度中

の運開を目指しておるということもわかりました。ただ、この民間

の事業者についての選定は県がやるんですか、町がやるんですか。 

産業建設課長（渡辺公平君）  

   全面的にではないですが、県が主体となってやるようになってま
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す。  

５番（坂本貞雄君）  

   県が主体でやるということが、よくわかりました。なかなか、こ

のお話を伺いますと、大変結構なことだというように伺わせていた

だきましたですが、ぜひ、推進をしていただきたいというように思

います。  

   そして、またもう一つの地点でございますが、鷹ノ巣養豚団地の

メガソーラー事業につきまして、３月８日の行政報告で触れられて

おりましたが、発電容量につきましては、ちょっとありませんでし

たが、大体、何メガワットになるのか、お聞かせをいただきたいと

思います。  

   また、これは民間業者がやることにつきまして、土地を貸すわけ

ですが、このあたりの試算もどのようにされておるのか、そしてま

た、四国電力への申請というのはどうなっておるのか、ということ

もお聞かせをいただきたいと思います。よろしくお願いします。  

総務課長（岡林護君）  

   私からは、鷹ノ巣養豚団地跡地のメガソーラーについて、お答え

申し上げます。  

   いくつか、御質問がありましたが、そのことも含めて、ちょっと

経緯も含めて、ちょっと御説明いたしますと、まず、これにつきま

して、前段として事業者から申し出があったことから、こうしたこ

とを踏まえまして、本年１月に、環境負荷の少ない循環型社会の実

現に向け、自然エネルギーの有効活用を促進するため、太陽光発電

の普及に取り組むことを目的に上げまして、佐川町メガソーラー設

置事業実施要項を策定いたしました。  

   この要項では、鷹ノ巣養豚団地跡地の３筆、面積で１万 8,361 平

米に、メガソーラーを導入するに当たっての希望する事業者の募集

目的、そして募集条件、事業期間等を定めておりまして、これに対

しまして、町内外の２業者から、企画提案応募登録申込書が提出さ

れました。選考の結果、株式会社開洋、これは須崎市の業者ですが、

に決定をいたしたところです。なお、当業者は、太陽光発電事業体

制が整えば、会社の所在地を佐川町内に移転するということになっ

ております。  

   そして、当業者と佐川町メガソーラー設置運営事業基本協定を本

年２月 27 日に締結をいたしました。また、３月１日には、土地賃
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貸借契約を締結いたしまして、１平米当たり 100 円で 20 年間の契

約としております。年間の貸付金額は、183 万 6,100 円ですので、

20 年間で、合計 3,672 万 2,000 円ということになります。  

   なお、固定資産税は、これは業者の試算ではありますが、20 年間

で総額約 4,000 万円になるというふうに見込んでいます。  

   また、これも同業者の試算ですが、計画出力は 1,260 キロワット

で、事業計画におきます年間発電量の想定が 140 万 5,080 キロワッ

トアワーです。  

   また、御質問の、平成 24 年度内の申請受理につきましては、同

業者は、年度内の申請を行っておりまして、有利な買取価格、いわ

ゆる 42円での契約が可能ということになっております。以上です。  

５番（坂本貞雄君）  

   わかりました。1.26 メガワットになるわけですね。それで、24

年度内の受付が完了しておりまして、その 42円の売電料になると。

これは、大変有利なことだと思います。急いだかいがありましたで

すね、町長。  

   確かに、いわゆる固定資産税とか、いろいろのお金が入るようで

ございまして、この説明を聞きましたところ、大変結構な話ではな

いかなというように受け取らしていただきました。  

   なお、僕も、もと電力の社員でございまして、この現地を見てみ

まして、メガソーラーの発電と電力の配電線をつなぐということが

必要なわけですが、両方、確認をしました。両地点ともですね、す

ぐ近くを配電線という一般の線が通っておりまして、このメガソー

ラーの設備と四国電力の設備をつなぐと、連携をするということに

ついては、まず、問題がないだろうというように思いますし、電力

のほうにも確認をしましたら、まず、問題はないんじゃないかなと

いうように言っておりました。  

   この地点ではないんですが、もし、山の頂上なんかで、電力の設

備がないところへメガソーラーの設備をしまして、電力の線路とつ

なぐとなりますと、そのつなぐ、連携する設備につきましては、こ

れは事業者が持たないかんそうです。ということで、それが、随分

遠くになりますと、その設備費がかなりかかるというようなことも

あるんですが、ここの当町の２地点につきましては、その恐れはな

いんじゃないかなと思います。  

   ただ、四国電力と、そのときに話をしたところですと、メガソー
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ラーの容量が、うんと大きゅうになったときには、この配電線の容

量とのバランスがとれなくなって、そこはいきませんという断りを

せないかんというようなことも起こるそうです。いくつもメガソー

ラーをひっつけよりますと、そっちのほうが大きゅうなって、電流

が、電気が逆流するそうですが、これは、その配電の運用上できな

いので、この地点につきましては、お断りをせないかんということ

と、別の専用線を引っ張らないかんというようなことがありまして、

その場合には、大変多額のお金がかかるというように言われており

ましたですが、四国電力としましては、あくまでも申し込みがあっ

た時点で、その審査をしますので、もし、計画がありましたら、で

きるだけ早い目に申し込みをしてほしいというような話も、参考と

しまして聞かせていただきましたので、お知らせをさしていただき

ました。  

   私は、福島第一原発事故を経験しました日本におきましては、原

発に依存したエネルギー政策を根本的に転換をしまして、再生可能

な自然エネルギー、クリーンな自然エネルギーに置きかえ、いずれ、

原発はゼロとすべきであると考えるものでございます。  

   その意味で、家庭用のソーラーシステムへの連年の助成、そして

このメガソーラーの可能な立地点２カ所へのメガソーラーの推進、

そして、まず実現するであろうと思いますが、それにこぎ着けられ

ました町長の努力に敬意を表しまして、この質問を終わらせていた

だきます。どうもありがとうございました。  

議長（永田耕朗君）  

   以上で、５番坂本貞雄君の一般質問を終わります。  

   お諮りします。  

   本日の会議は、これで延会したいと思います。  

   御異議ありませんか。  

   （「異議なし」の声あり）  

   異議なしと認めます。  

   本日は、これで延会することに決定しました。  

   次の会議を 12 日の午前９時とします。  

   本日は、これで延会します。  

 

 

   延会  午後３時 56 分  


